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（午前１０時００分 開 議） 

〇議長（竹村恵一君） これより、本日の会議を開

きます。 

                       

〇議長（竹村恵一君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第85条の規定により、

議長において、１番若山議員、８番五十嵐議員を指

名いたします。 

                       

〇議長（竹村恵一君） 日程第２ 諸般の報告であ

ります。 

 事務局長より報告します。 

〇議会事務局長（石井明伸君） 報告いたします。 

 本日の議事日程につきましては、第２号のとおり

であります。 

 次に、議員の出欠席の状況ですが、本日は東議員

が欠席であります。 

 以上で報告を終わります。 

                       

〇議長（竹村恵一君） 日程第３ これより一般質

問を行います。 

 順次発言を許します。 

 質問順序１、１、子育て支援について、２、公共

交通について、議席番号６番、伊藤議員。 

〇６番（伊藤新一君） 〔登壇〕 議席番号６番、

伊藤新一、通告に基づいて質問いたしますので、ご

答弁よろしくお願いいたします。 

 それでは、早速件名１、子育て支援についてです。

昨年３月の代表質問で１か月後の４月に開校される

新統合小学校内に新規事業である放課後子供教室が

開設されることから、その運営方針についての質問

をさせていただきました。特に多様な体験の具体的

な内容について確認させていただきました。その際

の答弁では、全ての児童に学習、体験、交流活動の

機会を提供し、地域社会の中で児童の安全、安心な

居場所をつくることを目的としていること、自由遊

びを基本としながら定期的な活動を行う予定として

いること、多様な体験としては社会教育課にて地域

学校協働活動として実施し、文化的、体育的な活動

を予定し、各種団体と協議していること、そのほか

にも運営委託業者による季節ごとにイベントなどを

予定していることなどの答弁をいただきました。間

もなく放課後子供教室開設から１年を迎えますの

で、現在の運営状況、多様な体験等の実施状況につ

いてお伺いいたします。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 放課後子供教室の運営状況に

ついてでございますが、４月の開設以来これまでに

142名と予想よりも多くの児童が登録をされており、

平均いたしますと１日当たり約40名が利用しており

ます。通常時は、遊戯室においてブロック遊びや塗

り絵、パズル、折り紙、電子ピアノを弾くなど思い

思いに遊んだり、学習室において自ら宿題や課題に

取り組んだり、体育館で遊ぶ時間には自由にドッジ

ボールやバドミントン、駆けっこなど思う存分楽し

む姿を私自身も拝見させていただいたところでござ

います。また、６月からは学習支援を実施しており、

参加希望者が76名と多かったため、火曜日と木曜日

に分けて実施しているところであります。 

 さらに、社会教育課による地域学校協働活動では、

走り方教室や読み聞かせ、歴史学習、ニュースポー

ツ、卓球教室を計９回実施いたしました。このほか

介護健康推進課によるデジタル水族館、ハロウィン、

ドローン鑑賞会を開催したところであります。こう

した状況からも実施の目的である学習、体験、交流

活動の機会を提供することや地域社会の中で児童の

安全で安心な居場所をつくることについて一定程度

の効果はあったものと考えているところでございま

す。今後におきましても子供たちに貴重でかけがえ

のない時間を有意義に過ごしてもらうことができる

よう子育て支援の充実に努めてまいりたいと考えて

おります。 

〇議長（竹村恵一君） 伊藤議員。 

〇６番（伊藤新一君） 〔登壇〕 ただいま放課後

子供教室の登録者数が予想を上回って多かったこと
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や１日の平均利用者数が約40名となっていること

を、そして通常時の運営状況について答弁をいただ

きました。また、そのほかの当初計画していた学習

支援については、参加希望者が多かったため週１回

から２回に分けて対応して行われていることや多様

な体験につきましては社会教育課による地域学校協

働活動での取組の中で幅広い層の地域住民や各団体

が関わって９回実施し、子供たちに多様な体験をし

てもらったとのことでした。私も多様な体験のほう

のプログラムの中でこのたび２回ほど参加させてい

ただきましたが、支援員、担当課職員、関係課職員

をはじめボランティアの方々も参加して、サポート

していただき、子供たちも限られた時間の中でそれ

ぞれルールを守りながら楽しんでいる様子がうかが

えました。そのほかにも介護推進課による手洗い教

室や委託運営会社によるイベントの開催など、この

１年間の放課後子供教室の運営状況の答弁をいただ

き、子供たちの放課後の環境づくりにおいて大いに

成果が上がっていることが確認できました。今後も

子供たちの安全、安心な居場所づくりの提供、そし

て有意義な時間の提供に努めていただき、地域社会

全体で子供たちの豊かな人間性を養うため引き続き

放課後子供教室の運営に取り組んでいただけますよ

うお願いを申し上げ、次の質問に移ります。 

 続きまして、預かり事業についてお聞きいたしま

す。赤平市の放課後子供教室の事業内において、保

護者の就労等で不在になり、平日の放課後のほか、

土曜日や長期休みに子供の面倒を見ることができな

いため、子供を預けることができるあかびら児童ク

ラブがあると思います。平日の預かり時間について

は、放課後から最長で午後７時までとなっており、

土曜日や長期休みの預かり時間につきましては保護

者の就労状況等により午前８時から最長で午後７時

までの対応となっていると思います。委託業者支援

員の確保などにより、最長預かり時間も11時間可能

となっておりますが、預かり事業である児童クラブ

の運営の状況についてお伺いいたします。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） あかびら児童クラブの現状に

ついてでございますが、放課後子供教室と併せて、

保護者が就労等により不在で面倒を見ることができ

ない家庭の子供を預かる事業でありますあかびら児

童クラブも実施しております。放課後子供教室に登

録されている142名の児童のうち56名の児童から利

用の申込みをいただいており、平均いたしますと１

日当たり約20名が利用している状況となっておりま

す。開設時間は放課後から午後６時までで、就労状

況により午後７時まで延長することが可能であり、

土曜日や長期休業期間については午前８時から午後

６時までで、就労状況により午後７時まで延長した

ところであります。また、保護者のニーズにより、

午前８時前からの預かり事業についてのご希望に対

しては委託事業者のご協力により午前７時30分頃か

らの受入れを行っております。送迎につきましては、

保護者によるお迎えをお願いしておりますので、そ

の際に連絡帳やアプリ、支援員の対面などによりそ

の日の出来事や気づいたことなどをお伝えするよう

努めているところであります。また、当初は軽いお

やつ代として月額200円のご負担をお願いする予定

でございましたが、委託事業者のご協力により無料

でご提供いただけることとなりました。なお、おや

つの提供につきましては、食物アレルギーがある子

供、児童にはアレルギーに配慮したものを提供させ

ていただいている状況となっております。あかびら

児童クラブの実施から１年となりますが、保護者の

皆様や学校関係者などのご協力もいただきましたこ

とから、大きな事故等もなく、運営できたものと考

えているところであります。 

〇議長（竹村恵一君） 伊藤議員。 

〇６番（伊藤新一君） 〔登壇〕 あかびら児童ク

ラブの登録者数が56名で１日約20名の利用者数であ

ること。また預かり時間につきましては、午前８時

から午後７時までとのことでしたが、委託業者の協

力の下、午前７時30分からの受入れにも対応してい

ただいているとの答弁をいただきました。受入れ時

間につきましては、保護者の就労状況によりそれぞ
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れ違いがあり、午前７時30分から受け入れてほしい

と要望もありましたことから、幅広い時間の対応を

しており、保護者からは好評をいただいているので

はないかと思います。送迎などにつきましては、保

護者との連携も問題がないようですし、おやつにつ

いても当初200円の負担で提供することになってい

たが、無料になっていることやアレルギーに配慮し

たものを提供しているということが確認できまし

た。このあかびら児童クラブの事業につきましては、

共働き世帯やひとり親世帯にとっては大変重要な事

業であり、生活支援にもなっていると思います。今

後もそれぞれの家庭の状況を踏まえて、子育てを支

援する役割があかびら児童クラブにより一層求めら

れてくると思います。赤平市の子育て支援がより充

実したものになるよう努めていただきたいと思いま

す。 

 件名１については、これで終わらさせていただき

ます。 

 続きまして、件名２、公共交通についてです。乗

合タクシーについて。乗合タクシーの実証運行が令

和３年の短期実証運行に引き続き、昨年の６月から

今年３月まで利用対象範囲を拡大して長期実証運行

を行っているところです。今年２月に乗合タクシー

好評と大きな見出しで、12月末までの登録者数や利

用者数等の利用状況についての新聞報道がありまし

た。私が昨年９月の一般質問で利用状況の確認をし

たときよりも登録者数、延べ利用者数が伸びており

ました。利用促進に向け各町内会、会合などで乗合

タクシーの制度の説明に出向き、周知、ＰＲに努め

られた成果が出ているのではないかと思っておりま

す。今月で長期間の実証運行が終了いたしますが、

現状をお伺いいたします。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 乗合タクシー実証運行の現状

についてでございますが、議員のおっしゃるとおり、

令和３年度の短期実証運行に引き続き、今年度は昨

年６月から今月末まで長期間の実証運行、加えて利

用対象範囲を拡大した中で行っているところであり

ます。利用者登録につきましては、広報あかびらや

住民懇談会、地域での会合にも出向き、周知、ＰＲ

もさせていただき、少しずつではございますが、増

加しており、３月１日現在の状況でございますが、

東区域、27世帯32名、西区域、29世帯38名、計56世

帯70名の方にご登録いただいております。昨年６月

から本年１月までの実績となりますが、利用状況に

つきましては東区域、延べ54名、西区域、延べ181

名の合計延べ235名の方にご利用いただいており、利

用連絡施設はコープさっぽろとマックスバリュの２

か所、合わせて延べ220名と利用者の９割が買物での

利用と見受けられる状況となっております。また、

利用者の声でございますが、初めて乗ってみて思っ

たより簡単だったとおっしゃる利用者の方もおり、

その方が近所の人に教えると。それを聞いて、近所

の方が登録をするといったケースも多く見られてお

ります。一方、現在登録されている70名のうち約半

数の方がまだ一度も利用されておられないという現

状もございます。念のためといった登録も多い状況

ではございますが、一度利用いただくと便利である

ということを実感を持たれる利用者もおりますこと

から、これらの方にも今後ＰＲが必要ではないかと

も考えております。いずれにいたしましても、利用

者登録数や実際に利用された人数、運行率、乗合率

等、徐々にではございますが、伸びてきている状況

であります。現状乗合タクシーはＪＲや中央バスな

ど既存の公共交通を補完する乗り物であるという認

識でございますが、近い将来需要も高まり、重要な

役割を担う交通手段になるのではないかとも考えて

おります。引き続き赤平市地域公共交通活性化協議

会の中で次年度以降の実施方法等について検討して

いく予定でございますので、ご理解いただければと

思います。 

〇議長（竹村恵一君） 伊藤議員。 

〇６番（伊藤新一君） 〔登壇〕 ただいま実証運

行の現状についての答弁をいただきました。12月末

から利用登録者数が３か月で、さらに増加している

状況だと分かりました。利用者数も増加しておりま
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す。ただ、登録された方の約半数の方が一度も利用

されていないという現状も分かりました。しかしな

がら、登録されることで利用が可能になりますので、

利用者数は今後も増加するのではないかと思ってお

ります。また、昨年はまだコロナ禍での実証運行の

スタートでしたので、外出することを控えている方

や相乗りに対する抵抗を持っていた方がおられたの

が現状だと思っております。新型コロナの規制緩和

により日常生活が戻りつつあることから、今後にお

いて少しずつですが、利用登録者数、利用者数が増

加することが期待されます。ただいま近い将来、需

要も高まり、重要な役割を担う交通手段になるので

はないかと考えているとの答弁をいただきましたの

で、そのことを踏まえまして、次の質問に移ります。 

 それでは、今後の対応についてお伺いいたします。

今月で長期間の乗合タクシーの実証運行が終了し、

赤平市地域公共交通活性化協議会において効果検証

が行われ、本格運行に向けての協議をしていくこと

と思います。２回目に実施した長期乗合タクシー実

証運行については、利用対象範囲を拡大し、登録者

数、利用者数が増えてきてはいますが、利用率が低

いことが懸念されます。利用している方々からは高

評価をいただいているところですが、登録者数、利

用者数など利用状況を踏まえた今後の対応について

お伺いをいたします。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 今後の対応についてでござい

ますが、赤平市地域公共交通活性化協議会において

今年度の実証運行の検証と併せ、令和５年度の運行

につきましても協議している状況でございます。先

日開催された分科会では、徐々にではありますが、

確実に乗合タクシーが浸透しつつあるという状況、

加えて将来的に必要な交通手段であるという認識の

下、これまでの実績を生かし、改善を加えながら足

元を固める意味でももう一度令和５年度に実証運行

を行った上で令和６年度の本格運行につなげていく

ための前向きな最後の実証運行という考えでまとま

ったところであります。また、利用対象者について

も現在その他地域、75歳以上を70歳以上に拡充する

方向で検討され、今後赤平市地域公共交通活性化協

議会に諮り、決定されていくものと考えております。

乗合タクシーの運行許可には、法定協議会でもある

赤平市地域公共交通活性化協議会での協議が調った

ことが許可条件となっておりますので、今後協議会

に諮り、承認をいただいた後、北海道運輸局へ申請

してまいりたいと考えております。なお、申請から

許可が出るまで２か月かかると言われておりますの

で、令和５年度も今年度と同様６月１日運行開始、

来年３月31日までの実証運行を予定しているところ

でございます。赤平市に限ったことではないと思い

ますが、高齢化率が高い状況の中でも移動は自家用

車に頼らざるを得ない、車を手放せないという実態

がございます。今後もさらに高齢化が進み、車の運

転に不安がある方など、安心して免許返納等してい

ただける環境の構築を目指してまいりたいと考えて

おりますので、ご理解いただければと思います。 

〇議長（竹村恵一君） 伊藤議員。 

〇６番（伊藤新一君） 〔登壇〕 ただいま赤平市

地域公共交通活性化協議会において今年度の実証運

行の検証と令和５年度の運行についての協議をして

いる状況だとの答弁をいただきました。また、分科

会ではもう一度令和５年度に本格運行に向けた最後

の実証運行を行う考えであることや利用対象者を75

歳以上から70歳以上の方々に拡充する方向で検討し

ているとのことでありました。高齢者が安心して運

転免許証を返納できる環境の構築を目指していきた

いとのことでもありましたので、今後も本格運行に

向け協議、検討していただきたいと思います。乗合

タクシーにつきましては、これから高齢化が進む中、

地域住民の日常生活や社会生活になくてはならない

重要な移動手段になると思います。地域公共交通に

つきましては、赤平市にとってとても重要な施策で

あると思っております。ぜひとも継続していただく

ことをお願い申し上げ、私の全ての質問を終わりま

す。 

〇議長（竹村恵一君） 暫時休憩といたします。 
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（午前１０時２６分 休 憩） 

                       

（午前１０時３５分 再 開） 

〇議長（竹村恵一君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 質問順序２、１、窓口業務について、２、少子高

齢化対策について、３、教育環境について、議席番

号４番、安藤議員。 

〇４番（安藤繁君） 〔登壇〕 議席番号４番、安

藤繁です。参与席の皆様、本日は業務ご多用のとこ

ろ大変ご苦労さまです。本定例会での結果が実りあ

るもので、市民生活の福祉の増進並びに赤平市の発

展に寄与することを望むものであります。 

 通告に従いまして、質問いたします。ご答弁のほ

どよろしくお願いいたします。件名１、窓口業務に

ついて、項目１、窓口での事務手続の簡素化につい

て、要旨１について伺います。この件につきまして

は、以前同僚議員から質問がされておりますが、年

月もかなり経過しておりますので、質問をしたいと

思います。地方自治法の第１条の２の規定で、地方

公共団体は住民の福祉の増進を図ることを基本とし

て、地域における行政を自主的かつ総合的に実施す

る役割を広く担うものとされております。地方自治

体は福祉の増進のため様々な工夫と取組を行ってお

りますが、市町村の業務では窓口で行う申請や届出

が住民との接点としては多いものと思われます。書

かない窓口、これにつきましては北見市が道内で先

駆けて取り組んでおりまして、2020年には市民環境

部窓口課が新設されております。過日「書かない窓

口始動」とのタイトルで新聞報道がありました。深

川市でも２月の１日に北見市の窓口業務支援システ

ムを導入したとのことであります。各種証明書の交

付を申請するときに運転免許証やマイナンバーカー

ドなど本人と確認できる書類と申請者からの聞き取

りをし、職員が自らパソコンを入力して、書類を発

行するシステムということでございまして、通常で

は５分ほどかかっていた手続が１分から２分程度に

短縮することが可能になったというふうに聞いてお

ります。北見市では2009年から窓口業務の改善の取

組を続けており、申請書の書かない窓口を実現し、

ワンストップで窓口を案内しております。北見市の

市民環境部窓口課の係長によりますと、窓口課は

2020年に新設されており、ふだんの業務としては書

かない窓口のために使っている窓口システムの管理

やワンストップサービスのために課と課の業務整理

や調整、さらにワンストップサービス推進会議の事

務局の運営をしているということでございます。実

施に至る経緯といたしましては、窓口の手続をもっ

と簡単に効率的にしたいという職員そのものの提案

からスタートし、新人職員が市役所の窓口を利用し

てみたらどうなるかという実験を行い、利用者目線

で問題点を探し、課題としていろいろな種類の記入

用紙がたくさんあると。要旨の記入の方法が分から

ない、住所や氏名を何度も記入させられる、申請者

も職員も手間と時間がかかっている、何か所も窓口

を回される、俗に言うたらい回しなどの課題があり

ますが、書かないこととワンストップ化により手続

時間や待ち時間が１件当たりの届出で２分、証明書

交付で３分短縮され、受付窓口を集約したことで重

複する本人確認や移動内容の説明、カウンターの移

動時間など含めると、庁舎全体では年間で3,375分ほ

どの時間が削減されるとしております。業務のノウ

ハウを取り入れたシステムは他の自治体への転用も

可能であり、岩見沢市や埼玉県深谷市、越谷市にお

いて導入の実績があります。他の自治体でも導入、

さらには検討が進んでいるという状況であります。

当市の窓口業務の現状と他市の窓口業務支援システ

ム導入による書かない窓口やワンストップ窓口など

事務手続の簡素化による市民サービスの向上のため

の取組についてどのように認識しておられるのかを

伺いたいと思います。 

〇議長（竹村恵一君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（井波雅彦君） 当市の窓口業務の

現状と、他市の書かない窓口やワンストップ窓口な

ど市民サービス向上のための取組に対する認識につ

いてでございますが、来庁された方が申請書を記載
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しなくても各証明書などの交付を受けることが可能

な書かない窓口を設ける市町村が増えつつあること

は把握しております。仮に当市に導入するとした場

合、窓口支援システムを市民生活課や税務課など複

数の課に導入することが望ましいと思われますが、

近隣市の状況を確認してみますと、システムを導入

するためにかかる経費はある市は1,600万円以上、ま

た違う市は約4,500万円であるということが分かり

ました。市役所の窓口に来られて、申請書の記載に

手間取る方も見受けられることから、少しでも記入

箇所を減らすことは市民にとって負担が減ることと

考えております。また、ワンストップ窓口について

ですが、主に転出入や死亡に関する手続をするため

の窓口として設置している市町村が多いようで、そ

のためには来庁者が座って相談可能なスペースが必

要なことから、庁舎の建て替えなどに合わせて専用

窓口を新設する市町村が多いように認識しておりま

す。 

〇議長（竹村恵一君） 安藤議員。 

〇４番（安藤繁君） 〔登壇〕 ただいまの課長の

答弁で書かない窓口やワンストップ窓口などにつき

まして市のほうでは担当のほうでは把握や認識をし

ており、窓口支援システム導入に係る経費もきちっ

と調査しているなどが分かりました。 

 再質問でございますけれども、当市ではそういっ

た認識や調査内容を踏まえまして、今まで書かない

窓口やワンストップ窓口など市民サービス向上のた

めの取組について検討や協議、さらには先進地視察

などの取組は行われてきたのかどうか伺いたいと思

います。 

〇議長（竹村恵一君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（井波雅彦君） 自治体の窓口サー

ビスにつきましては、様々な研修会の場や参考図書

などで全国の市区町村の優良取組事例が発表されて

おり、それらの情報を窓口業務が多い市民生活課で

は把握をしております。議員のご質問にもありまし

た全国でも先進地と言われる北見市や今年２月から

取組を始めた深川市の事例も当然承知しておりま

す。先進地の視察はコロナ禍であることから、実施

には至っておりませんが、仮に同じようなシステム

を導入するとした場合の市民の利便性や費用対効

果、関連機器を設置するための場所などの検討もし、

現状では操作用パソコンを配置するスペースの確保

が難しいことなど、総合的な判断から設置は見送っ

てきたところであります。 

〇議長（竹村恵一君） 安藤議員。 

〇４番（安藤繁君） 〔登壇〕 私も市の職員を長

年務めてまいりましたけれども、市役所は何となく

やはり行きづらい、手続が面倒だ、あっちこっちと

たらい回しにされるという話は私自身耳にたこがで

きるほど聞いてまいりました。実現までには大変な

時間、作業、多額の費用、設置スペースの確保など

ご苦労が伴うと思われますけれども、市民サービス

の向上を目指し、引っ越しや婚姻、葬儀など窓口で

のたらい回しを解消し、異動届や各種の申請手続の

簡素化と迅速な業務の処理をするため書かない窓口

やワンストップ窓口設置ためのたゆまぬ取組も進め

ていただきたい、このように要望いたしまして、本

件を終了いたします。 

 続きまして、件名２、少子高齢化対策について、

項目１、結婚新生活支援事業について、要旨１につ

いてでありますけれども、近年婚姻率、出生率が非

常に低下しており、問題となっております。特に出

生率の低下は国や地方自治体の運営にも大きな影響

を及ぼしております。女性が生涯のうちに出産する

子供の数を表したものが合計特殊出生率といいます

けれども、日本の2019年の合計特殊出生率は1.36と

先進地の中でも低い水準となっております。日本の

人口構成は、現在釣鐘型からつぼ型に移行しつつあ

り、高齢者を支える若年者、特に労働人口が皆さん

御存じのとおり減少の傾向にあります。本市の令和

３年版の統計書、これを見ますと各年10月1日現在の

人口構成が掲載されており、年齢別割合は昭和55年

は15歳未満が491人で19.4％、65歳以上が2,616人で

10.3％でしたが、令和２年度には、15歳未満が603

人で6.2％、65歳以上が4,815人で49.6％となってお
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り、15歳から64歳の人口は昭和55年が１万7,924人で

70.4％から令和２年には4,280人で44.2％と非常に

大幅に減少している状況でございます。労働人口の

減少というのは、やはり生産力の低下を直に意味し

ます。結婚しやすい環境づくりを国が積極的に支援

し、婚姻率の向上、出生率の増長を目指す、これが

結婚新生活支援事業とされておるところでございま

す。この事業は国と地方公共団体が協力して行う事

業であり、事業を推進しているのは内閣府でござい

ますが、実際に申請を受けて審査し、補助金を支給

するのは結婚する人が住民登録をしている地方公共

団体、すなわち市町村でございます。結婚新生活支

援事業は内閣府が地域の少子化対策の一環として実

施するものでありまして、結婚を希望する人が希望

する年齢で結婚できるようにできるだけ環境を整備

するという国策の一つでございます。本市は、地域

の少子化対策としての結婚新生活支援事業について

どのように認識をされておるのか伺います。 

〇市長（畠山渉君） 当市においては、平成26年度

より赤平市民間賃貸住宅家賃助成事業補助金として

民間賃貸住宅に入居した市外からの転入者及び市内

の新婚世帯に対し毎月３万円を上限に５年間まごこ

ろ商品券を交付しており、令和４年度までに18組の

新婚世帯に対し経済的負担の軽減を図ってきたとこ

ろであります。また、市民アンケート調査の結果、

子育て支援について力を注いでほしいものとしては

経済的支援が最も多く寄せられたところであり、高

校生までの医療費無償化などに加え、高等学校等通

学費等助成制度の拡充など子育て支援の充実に努め

てまいりました。そこで、国における結婚新生活支

援事業については家賃も対象となるものの、期間が

３か月間に限られていることもあり、当市の民間賃

貸住宅家賃助成事業の内容と併せて今後検討してま

いりたいと考えております。 

〇議長（竹村恵一君） 安藤議員。 

〇４番（安藤繁君） 〔登壇〕 当市において民間

賃貸住宅家賃助成のほか様々な支援を行って、一生

懸命頑張っておられるということは、私も承知して

おります。結婚新生活支援事業は、国が2015年に実

施したアンケート調査、これに基づきまして結婚に

踏み切れない主な要因として経済的な理由を挙げた

人が多かったということから、結婚に伴う初期費用、

いわゆる新居の購入費や家賃などの住宅費用や、ま

たは引っ越しの費用まで支援するものとしておりま

す。2020年度に実施したアンケート調査によります

と、延べで約６割の人が住まいに関する費用に不安

を感じていたというふうに回答しております。また、

申請しました９割以上はこの制度により経済不安の

軽減に役立ったというふうに回答しているというこ

とでございます。2022年10月の１日現在で対象とな

っている自治体、これも634市区町村と結構多くあり

まして、この事業は少子高齢化対策にも寄与すると

思われ、当初もぜひ研究を重ねましてこの制度を活

用していただきますよう要望しまして、この件につ

いての質問を終了いたします。 

 続きまして、件名３、教育環境についてでござい

ますが、教育環境について、項目１の教職員の勤務

の負担軽減について、要旨１について伺いたいと思

います。今年の１月29日の新聞報道によりますと、

公立の小中高と特別支援事業において精神疾患で休

職した教員が過去最多を記録したという記事が載っ

ておりました。文部科学省によりますと、精神疾患

による病気休職者は1990年代は1,000人台でござい

ましたけれども、2000年以降に急増しております。

2010年頃から5,000人前後で推移してきましたが、

2021年度には6,000人弱となり、１か月以上の病気休

暇を合わせると初めて１万人を超えたということで

ございます。全教員の1.2％、すなわち100人に１人

がなっているという、こういう現状にあります。年

代別では20代の増加が目立っておりまして、団塊の

世代の大幅な大量な退職、こういうことで年齢構成

の偏り、こういうものが出てきまして、若い教員を

支えてきた、こういった年齢層、相談相手になる。

そういう年齢層が少なくなっていることが響いてい

るのではないかという指摘もございます。このよう

な現場の状況に加えまして、コロナ禍で急速に進ん
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だデジタル化や保護者への対応の増加、さらに部活

動の指導などによる学校現場の過重により疲弊が深

刻になっているのではないかと推測されておりま

す。教育現場の苛酷さから教員志望者は減少傾向に

あるということで、大変好ましい状況ではございま

せん。このままでは子供たちの豊かな学びを実現す

ることは厳しくなる、こういう指摘もございます。

当市の教職員の病気による休職など健康状況や勤務

の現状についてお伺いします。 

〇議長（竹村恵一君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 当市の教職員の病気によ

る休職など健康状況や勤務の状況についてでござい

ますが、休職者は赤平中学校において病気等休職者

１名、育児休業取得者１名の計２名となっておりま

す。休職者に伴う代替教諭の状況ですが、病気等の

休職者につきましては期限付教諭が配置されており

ますが、育児休業取得者につきましては職種の兼ね

合いもあり、現時点では未配置となっております。

市教委といたしましては、雇用元であります北海道

教育委員会へ早期の配置の要請を継続して行ってお

り、また教職員退職者も含め教育関係者へ適任者に

ついて情報提供を依頼しておりますが、人材不足か

ら未配置となっているのが現状であります。 

〇議長（竹村恵一君） 安藤議員。 

〇４番（安藤繁君） 〔登壇〕 ただいまの教育長

の答弁によりますと、教職員の休職者は現在２名、

育児のための休業者の代替教諭は職種の兼ね合いで

未配置ということでございます。本市の教育委員会

では、教職員退職者も含め教育関係者にも適任者の

情報を依頼しているということでございます。当市

の建設業務関連技術者についてもそうですが、非常

に人材不足で、現況教育委員会のほうも教員が未配

置となっているということでございます。適正配置

実現に向けて頑張っておられるということは理解し

ました。 

 この件につきましては、2020年12月の定例会にお

いても触れさせていただきましたが、時間が経過し

ておりますので、現状の再認識のため再質問いたし

ます。前回の質問の趣旨は、新型コロナウイルス感

染症の影響による学校教職員の勤務負担が増加して

いると思われますが、負担軽減に寄与する学習指導

員やスクールサポートスタッフ、これらの配置につ

いて現状どのようになっているのかという内容でご

ざいます。答弁は、教職員の業務負担を軽減するた

めにホームページで募集をして、11月に学習指導員

１名が茂尻小学校に配置され、スクールサポートス

タッフは12月に赤中、赤間小学校にそれぞれ１名配

置されたが、今後も教職員の業務負担を図るべく一

名でも多く任用できるように継続し募集してまいり

ますという答弁でございました。再質問でございま

すが、教職員は現状で何人不足しているのでしょう

か。前回の質問後、業務負担の解消のための学習指

導員やスクールサポートスタッフはどのように配置

されたのか伺います。 

〇議長（竹村恵一君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） さきにお答えしたとおり、

赤平中学校においては育児休業取得者の代替教職員

が未配置となっておりますが、主幹教諭配置に伴う

時間講師0.5人分加配についても配置されておらず、

定数との比較では1.5人分職員が不足しているのが

現状であります。 

 次に、北海道教育委員会任用の学習指導員やスク

ールサポートスタッフの状況についてですが、それ

ぞれ業務を兼務する形態で小学校、中学校、それぞ

れ各１名ずつ配置されておりますので、一定程度教

職員の業務負担軽減がなされていると考えておりま

す。また、教職員の業務補助を目的とした市会計年

度任用職員の身分で雇用しております支援員につき

ましては、小学校は５名、中学校は教育支援室への

配置も含め２名配置しており、教職員の業務負担軽

減に努めております。 

〇議長（竹村恵一君） 安藤議員。 

〇４番（安藤繁君） 〔登壇〕 ただいまの答弁に

よりますと、赤平中学校においては育児休業者の代

替職員の未配置に加え、主幹教諭配置に伴う時間講

師も0.5人分が配置されておらず、1.5人分の教職員
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が不足しているということでございます。また、北

海道の教育委員会任用の学習指導員やスクールサポ

ートスタッフは、小中学校にそれぞれ１名ずつ配置

され、一定程度の業務負担が軽減されていると。市

の会計年度任用職員であります支援職員の配置を含

め負担軽減に様々な配慮がされているということも

今の教育長の答弁で分かりました。昨年度につきま

しては、コロナ禍の中において茂尻、赤間、そして

豊里小学校の統合により新たに赤平小学校が開校い

たしました。閉校関連業務、その間の行事や引っ越

し、開校業務が平常業務に加わり、教育委員会の職

員の皆様、さらには教職員の方々は本当に大変な思

いをされたことと思います。市といたしましても必

要な人員を配置し、業務負担を軽減し、公教育の質

の維持、または増進をするため今後とも頑張ってい

ただきたいと思います。教職員や学校指導員、スク

ールサポートスタッフは、北海道教育委員会が雇用

元であります。生徒が充実した教育を今後も受けら

れるよう雇用元の責任を自覚して、しっかりと早期

に教職員の配置の対応をしていただけますよう今後

赤平市としましても北海道教育委員会に強く要請を

進めていっていただきたいというふうに思います。 

 以上で私の全ての質問を終了いたします。 

〇議長（竹村恵一君） 暫時休憩といたします。 

（午前１１時０３分 休 憩） 

                       

（午前１１時１５分 再 開） 

〇議長（竹村恵一君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 質問順序３、１、畠山市政について、議席番号５

番、北市議員。 

〇５番（北市勲君） 〔登壇〕 議席番号５番、新

政クラブ、北市勲でございます。通告に従い、一般

質問いたしますので、ご答弁をお願いいたします 

 早速質問に入ります。件名１、畠山市政について、

畠山市長も間もなく１期４年間の任期を終わろうと

しております。就任後間もなくコロナ感染症の影響

を受け、行動制限のある中で、さらにコロナワクチ

ン接種という今までに経験をしたことのない状況に

置かれた中で、この任期４年間のスタートから今日

まで市政の政策をどのような考えで決定され、また

政策の成果をどのように評価されたかをお尋ねいた

したいと思います。 

 項目１、政策の確定について、市長は就任時所信

表明の中で政策とは空想や理念によって生まれるも

のでなく、実態を正しく把握し、認識してこそ正し

く地に足のついた政策が生まれると明言し、スター

トいたしました。私は、この市長の所信表明を聞い

て、若干の違和感を感じたものでもあります。私は、

理念のない政策なんてあり得ない、必ずや施策には

理念があると、このように思っております。理念か

ら政策が生まれる場合もあると確信をしておる一人

でもございます。市長は、この４年間の市政運営は

理念のない運営だったのかどうか、またその考えは

変わったのかどうかも含めてご答弁をお願いいたし

たいと思います。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 初めのこの４年間の市政運営

は理念のない政策の運営だったのかといったような

ご質問だったというふうに思いますけれども、これ

までも何度も申し上げておりますとおり、ほとほと

困ったという市民を一人でも少なくしたいというの

が私の一番の願いでありますし、これは私の理念で

あります。そして、理念のない政策は考えられない

といったご指摘がございましたが、私はこれまで政

策に理念はないと申し上げたことはありませんの

で、この点ご確認いただきたいと思います。 

〇議長（竹村恵一君） 北市議員。 

〇５番（北市勲君） 〔登壇〕 ただいま市長の答

えの中にほとほと困った市民を一人でも少なくした

いというのが自分の理念であると、私もそのように

理解いたしました。確かに表現の中に政策に理念は

ないという言葉を申し述べておりません。これは事

実です。しかし、政策は空想によって生まれないと、

こういう決めつけを行っております。本当に理念に

よって政策は生まれなかったのか、これについてお
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尋ねいたしたいと思います。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 理念から政策は生まれないと

いうふうに決めつけるのは果たしていかがなものか

といったところだったというふうに思います。決め

つけてというところでございましたけれども、ここ

で私から趣旨の内容についてちょっと確認したいと

ころございますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。議長、よろしいでしょうか。 

〇議長（竹村恵一君） 確認ということですね。 

〇市長（畠山渉君） 趣旨の確認を行いたいと。 

〇議長（竹村恵一君） 趣旨確認ですね。どうぞ。

〇市長（畠山渉君） よろしいですか。 

〇議長（竹村恵一君） はい。 

〇市長（畠山渉君） 北市議員は、以前から私が申

し上げてきておりました政策というものは空想や理

念によって生まれるものではないという考えについ

てかなりこだわっていらっしゃったご指摘がされて

きたというふうに思っております。北市議員は、私

に今お尋ねになったのは恐らく裏づけですとか根拠

のところで、そういうふうに私が決めつけているの

だけれども、それはどういうことだという内容だっ

たというふうに思います。裏づけ等につきまして、

北市議員これまでもこだわったご指摘されてきたの

で、北市議員の中には裏づけ、根拠がおありだとい

うふうに思いますので、私後学のためにぜひとも御

教授いただければというふうに思いますけれども、

ここから確認したいのは、前置き長くなりまして大

変恐縮なのですけれども、確認したいのは政策立案

に対する方法ですとかやり方というものに対する根

拠といいますか、裏づけといいますか、そういうも

のとしてはどういうものであってほしいのかという

ことをちょっと中身についてお聞きしたいと思いま

すけれども。 

〇議長（竹村恵一君） 市長、今のは逆に北市議員

の考えを聞くということですか。 

〇市長（畠山渉君） いえ、違いまして。 

〇議長（竹村恵一君） 質問に対しての趣旨…… 

〇市長（畠山渉君） 質問に対する趣旨です。 

〇議長（竹村恵一君） 今言っていた政策とは空想

や理念によって生まれるものではないということだ

という質問に対して、その質問に対してどういう考

えなのかということですね。 

〇市長（畠山渉君） 考えといいますか、よろしい

ですか。 

〇議長（竹村恵一君） もう一度、では。 

〇市長（畠山渉君） こだわったご質問されてきて

おりますので、その中身について決めつけていると

いうことでございましたけれども、一般的に政策の

立案作業、立案の活動というのがございます。その

立案の活動というのがございますけれども、それで

政策というものは空想や理念によって生まれるもの

ではないというふうに私ずっと申し上げてきており

ますけれども、それについて決めつけているという

ことはそれは間違っているのではないのかというお

話だったと思うのですよね。間違っているのではな

いのかということでしたので、それについて政策立

案の方法、やり方のお話ですので、それが決めつけ

ているというふうにおっしゃられますと、恐らく北

市議員のお考えと私の考えが違うと思うのです。そ

こで、お話しするのにも根拠といいますか、それを

お話ししなければいけないのではないかなというふ

うに私思ったのです。もし可能であれば、私の後学

のために北市議員の根拠とされる、根拠といいます

か、裏づけといいますか、考えの中の根底にあるも

のといいますか、今申し上げていたところ、そこを

できれば後学のためにぜひともご教授いただければ

と思いますが、ここで確認したいのはというところ

なのですけれども、方法、やり方というものに対す

る根拠として、私が今答えるものについてどういう

ものであってほしいのかというところをちょっとお

聞きしたいのです。要はやり方とですとか方法でご

ざいますので、そこを例えば法令のどこに書いてあ

るのかというところを私が言わなければいけないの

か、それとも書籍に書いてあるものですとか、あと

政策立案ですので、何かのセミナーですとか大学教
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授のおっしゃっている文献ですとか、それをお示し

しなければいけないのかなというふうに思ったので

す。その前提ない中では決めつけているというふう

に言われましてもいささか困る部分もありますの

で、そこをちょっと確認したいということで今申し

上げたのですけれども。 

〇議長（竹村恵一君） 北市議員。 

〇５番（北市勲君） 〔登壇〕 今市長さんのほう

から私の質問に対する決めつけたの考え方を聞きた

いということで聞かれたと思うのですけれども、こ

の所信表明、これ令和元年に出た。この中に、読ん

でみます。政策とは空想や理念によって生まれるも

のでなくと書いてます。これは事実ですね。市長さ

ん、これ書いてあるのだから。政策というのは全て

理念があって生まれるものだと、私はそう理解して

います。ですから、ここで政策は理念で生まれない

というのはどうもおかしいのでないかと、そういう

意味でお聞きしたのです。例えば今回の例からいう

と、市長さんがほとほと困った市民を一人でもなく

したいと、これは理念です。市長さんがおっしゃっ

たように、理念です。その理念の下につくられた政

策というのはあるのですかと私は聞いたのです。な

いといいながらも、そういう政策がなかったのです

か、この４年間にという意味でお聞きしたのです。

お分かりですか。 

〇議長（竹村恵一君） 今は趣旨確認をして答えて

いただいたので、ここから先ほどの再質問に対する

答弁ということになると思いますが、よろしいです

か。市長。 

〇市長（畠山渉君） 私の趣旨確認の中身について

明確にはお答えいただけなかったのかなというふう

に思いますけれども、決めつけるといったところで

間違っているということだったと思います。そうで

はないのではないかということでしたので、ぜひと

も政策立案の方法について北市議員が考えていらっ

しゃること、後学のために私ちょっとお聞きしたい

なというのも踏まえて根拠についてお聞きしたので

すけれども、お答えいただけなかったので、想像の

中で、根拠を示してご答弁したら納得していただけ

るかどうかもちょっと分からないのですけれども、

もし政策というものは空想や理念によって生まれる

ものではないというふうに私言ったものがそれは間

違っているだろうと。間違っているということであ

れば、間違っている根拠といいますか、それをでき

れば、私見たことないのです。空想や理念によって

生まれるというふうには私存じ上げておりません。

そして、いろいろなところで私も勉強してまいりま

したけれども、まだまだ北市議員には及ばないかも

しれませんけれども、勉強してきたつもりでもあり

ます。そこで、お答えいただけなかったので、今新

たな部分といいますか、私道除雪についてはその理

念の中で、理念から生まれたのではないのかと、政

策についてはというご質問だったので、根拠を言お

うかどうしようか今ちょっと迷いましたけれども、

私道除雪については根底には、何事にも根底という

のは、私先ほど申し上げましたとおり、理念ござい

ます。ほとほと困ったという市民を一人でも少なく

したい。ただ、私道除雪がそこの中で出てきたのか

というふうになりますと、考えている理念の中だけ

で、ではほとほと困ったというのは何かと。市民が

ほとほと困っているものというのは何かというふう

に考えたときに理念の中だけで思いつくものでは通

常ないと思います。ただ、理念の中に、空想と理念

によって政策生まれるものでないというふうにずっ

と言っていますけれども、一般的にといいますか、

これ言えると思うのですけれども、問題ありきなの

です、まずは。問題があって初めて政策というもの

は出発すると。出発するといいますか、問題があっ

て、その次に現況の調査なのです。というふうに私

理解していますから、私道除雪については私理念だ

けで生まれたものではございません。 

 ということで、私の、以上でございます。もし根

拠もあったら、ぜひともご指摘いただければと思い

ます。 

〇議長（竹村恵一君） 北市議員。 

〇５番（北市勲君） 〔登壇〕 ご指摘をいただき
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たいって、そんなおべんちゃらなんか言わなくて結

構なのですが、実は理念という言葉、私も調べてみ

ました。理念とか、あるいは目標だとか目的だとか

あります。理念というのは、こんなこと釈迦に説法

になりますけれども、事業あるいは計画などの根底

にある根本的な考えを理念、こういうふうに広辞苑

なんかも出てますし、普通そう言われています。と

いうことは、先ほど言ったように、市長さんがおっ

しゃるように、目標あるいは目的から政策が考えら

れる、もちろんあります。だけれども、理念から生

まれることもあるのですと私は思っています。だか

ら、これ例を示すと今回の市長さんがこの４年間の

政策で公表しておられます私道の除雪事業、これは

私は市長さんのおっしゃるほとほと困った市民を一

人でもなくしたいという考えが根底にあって、この

事業が生まれたものでないかなと、このように思っ

ております。これ間違っていますでしょうか。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 間違っているかどうかという

ところでいきますと何とも、今おっしゃっていたの

は理念によって政策が生まれるものもあるという話

でした。ものもあるというのは否定はしませんけれ

ども、私が政策として行いました私道除雪について

は理念だけで生まれたものではございませんので、

問題があって初めてなのですというふうに私は思っ

ております。そして、理念で生まれるものもあると

いうふうにおっしゃっていましたけれども、そうだ

と思います。ただ、そこの理念だけで、もし、理念

だけで生まれるということですよね。理念だけで生

まれる政策であるというふうにおっしゃる。それは

あると思います。でも、それは問題がない中で生ま

れてくる政策というのは、私これ思うのですけれど

も、思いつきだと思います、そういう政策というの

は。ないわけではないと思います。でも、問題が何

もない中で理念だけで生まれるというのもあります

けれども、思いつきだというふうに、繰り返しにな

りますけれども、そういうふうに思っております。 

〇議長（竹村恵一君） 北市議員。 

〇５番（北市勲君） 〔登壇〕 私決して理念だけ

でなんて言っているわけではなくて、理念から生ま

れる場合もあるという表現しているのです。ですか

ら、政策の誕生といいますか、これはおっしゃるよ

うに順序が違う場合もあります。だからこそここで

政策は理念から生まれないという、こういう言いつ

けは私はおかしいのでないかと。これ私の考え。お

分かりですか。ここに書いてありますように、これ

は間違いなく市長さんがおっしゃった言葉なので

す。私が今言っているのは、政策だけで決まると言

っていない。政策からも決まる場合もあると言って

いる。ごめんなさい。要するに、理念からも生まれ

る場合もあると、こういうことです。ですから、政

策の生まれる順序というのは多少違いありますでし

ょう。市長さんがかつて理念によって生まれるもの

ではないと、こういうふうに言っているものですか

ら、これは決めつけだと私は理解したのです。決め

つけないのならそれで結構です。実際にこう書かれ

ております。いかがですか。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） ちょっとそこの部分、今正し

い言い方、どういうふうに申し上げたかというのを

ちょっと、時間かかりますけれども、私こう言って

いると思うのです。政策というものは空想や理念に

よって生まれるものではないと。要するに空想や理

念、空想と理念で生まれるものではないということ。

問題がそこにあるはずだと思います。政策というふ

うになりますと、問題がまず先にありまして、その

次に、根底には理念ございます。私も今申し上げた

とおり、理念ございます。理念はもともとあって、

そして問題があって初めて、そしてその次に現況の

調査なのです。現況の調査をやってから立案作業と

いうのが出発していくというふうに思っていますの

で、そして私申し上げているのは空想や理念によっ

てというのは空想や理念だけで生まれるものではあ

りませんということを申し上げているのです。書い

てあるとおりです。問題がないので、理念だけで生

まれるというふうに、さっき理念だけで生まれる場
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合もあるということですよねというふうに申し上げ

たらそうですということでしたので、理念だけで生

まれるものは一般的にはというか、私は思いつきだ

というふうに思っています。そういう政策も実際あ

ります。でも、それは多くの市民は望んでいないの

ではないかなというふうに思っています、物にもよ

ると思いますけれども。そういう意味で申し上げま

した。今おっしゃられていたところで裏づけ、根拠

おありだというふうに思いますので、そういった考

えの文献等、あといろいろなセミナーとか、そうい

うものがもしおありなら、私は見たことがございま

せんので、ぜひとも後学のためにご教授いただけれ

ばと思います。ありがとうございました。 

〇議長（竹村恵一君） 北市議員。 

〇５番（北市勲君） 〔登壇〕 今市長さんが空想

や理念だけとは言っていないというけれども、ここ

にはそんなこと書いていません。空想や理念によっ

て生まれないと言っているのです。ですから、これ

は捉え方の問題なのか分かりませんけれども、いず

れにしても私は政策は空想や理念によって生まれる

場合もあると、こう考えるべきでないかと。決して

市長さんの考えが間違っていると言っているわけで

はない。あるのでないかと言っているのです。だか

ら、だとすれば決めつけた考え方するべきでないと

私は思っております。これは、ちょっと市長さんと

平行線たどっていますけれども、これからもこのこ

とについていろいろとお話ししましょう。これにつ

いては、この質問やめたいと思います。 

 次に進みたいと思います。項目２の赤平市の将来

像について、赤平市の将来像は人、自然、産業が輝

く協働と共創のまち赤平として赤平市民が協力しな

がら地域の課題解決に向けた活動、いわゆる協働を

行い、それぞれが連携し、多様な立場の人たちと対

話をしながら本市の将来を協働でつくり上げ、これ

がつくり上げる共創によりまちづくりを進めると、

これも明言されました。このまちづくりの達成度は

どのくらいになっているのか。また、このことにつ

いて市長の評価をお聞きいたしたいと思っていま

す。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 赤平の将来像についてでござ

いますが、第６次赤平市総合計画の中で赤平市の将

来像は人、自然、産業が輝く協働と共創のまち赤平

となっております。市民、事業者、行政が共に協力

し合いながら地域の課題解決に向けた活動を行う協

働を推進し、それぞれが連携しながら本市の将来を

協働でつくり上げる共創により本市の大切な資源で

ある人、自然、産業が輝くまちづくりを目指し、４

年間取り組んでまいりました。将来像の実現に向け、

市民アンケートや住民懇談会など様々なご意見をお

聞きし、対話を大事にしながら市民の意向や意見の

把握に努め、市民と共にまちづくりを推進してまい

りました。 

 まちづくりに対しましての私自身の評価について

でございますが、大半を新型コロナウイルス感染症

の対応に追われることとなった任期であったと思っ

ております。市民の暮らしと生活を守るため切れ目

のない支援に努めるとともに、市民、事業者、行政

が共に協力し合い、この難局を乗り越えるべく政策

を実施してまいりました。まちづくりの推進につき

ましても、まずは市民生活の実態や市民の声をしっ

かりと把握し、その上で市の現状やっていること、

そしてやろうとしていることを丁寧に伝え、進めて

きたというふうに思っております。４年間の中で暮

らしに身近な政策を優先するという私の考えの下、

市民の声をしっかりと受け止め、新たな施策やこれ

までの施策の拡充に精いっぱい取り組んでまいりま

した。コロナ禍における中、納得いくまで十分な達

成ができたかということについてはなかなか難しい

ものというふうに考えておりますけれども、一定の

成果にはつながったのではないかと考えておりま

す。 

〇議長（竹村恵一君） 北市議員。 

〇５番（北市勲君） 〔登壇〕 ただいま市長さん

のほうから一定の成果につながったと、このような

評価をしたということでございますが、対話を大事
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にしながら市民の意向や意見の把握に努め、市民と

共にまちづくりを進めてきて、そして一定の成果に

つながったと、こういうご答弁をいただきました。

私は、赤平市の将来像のまちづくりについてはやは

り市民との対応は大事なことであると、協働と共創

のまちづくり、これは対話である、対話から始まる

ということで理解しているつもりでございます。そ

ういう意味では、市民に対して対話は私は少なかっ

たのではないかと。では、どんなところで少なかっ

たのか。例えば市民アンケートに対する結果に対す

る対話、あるいは大型商業店閉店後に対応する対話、

これなどはまちづくりに大変大きなウエートを占め

る部分であって、これについてもう少し対話があれ

ばよかったのではないかなと、こういうふうに思っ

ている意味で少ないとは私は思っております。これ

には市長さん、どう思いますか。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 今ご指摘ありました、対話に

ついては、これまで少なかったのではないのかとい

ったご指摘だったというふうに思います。それぞれ

今までもこれまでも行ってきておりますけれども、

住民懇談会等はしてきております。私以外にも従前

から住民懇談会もやってきておりますけれども、対

話、今お話にありました大型店の閉店の対話等を、

ご指摘ありましたけれども、確かに少なかったのか

もしれません。ただ、これ言い訳になってしまいま

すけれども、新型コロナウイルスということも、感

染の関係もございましたので、少なかったというふ

うには本当に思っております。その中ででも一応対

話についての努力はしてきたつもりであります。で

すけれども、やはり少なかったというふうには思っ

ております。 

〇議長（竹村恵一君） 北市議員。 

〇５番（北市勲君） 〔登壇〕 私もそのように思

っています。やっぱり少なかったのでないかなと。

今市長さんそうやっておっしゃったので、これ以上

申しませんけれども、赤平市の将来をつくるという

のはやはり多様な人たちの対話を重ねながら、それ

こそ協働と共創の考えでまちづくりをしなければな

らないと、これ私も思っておりますし、今後市民と

積極的に対話を進めながら、特に第６次総合計画を

推進していただければと思っております。 

 それで次、この対話のところでお聞きしたいので

すが、最近一部の市民の方からまちづくりについて

市長さんとお話をしたいという申入れがあったのだ

けれども、市長さんのほうがお断りしたというふう

なことをちょっと耳にしたのですが、これは事実で

ございましょうか。ちょっとお聞かせいただきたい

と思います。 

（何事か言う者あり） 

〇議長（竹村恵一君） 北市議員。 

〇５番（北市勲君） 〔登壇〕 何か後ろのほうで

ごやごや言っていますけれども、私は協働と共創の

まちづくりについてこういう話があったのでないか

と。決して関連のない話ではないので、ちょっとお

聞きしただけです。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） これもちょっと趣旨確認した

いのですけれども…… 

〇議長（竹村恵一君） どうぞ。 

〇市長（畠山渉君） まちづくりについてのお話を

したいということが私にあって、私がお断りをした

ということなのですね。 

（「はい」と言う者あり） 

〇市長（畠山渉君） まちづくりについてのお話を

したいということでお断りをしたということは、ど

の部分の、どの、何の話なのかもちょっと、まちづ

くりについてのお話ということで、いつ頃どこから

どなたが、個人名はまた別としましても、いつ頃ど

の方からまちづくりについてのお話というふうに言

っていただかないとどのことなのかも時期も分かり

ませんので、私がお断りしたと。私がお断りしたの

ですよね。 

（「はい」と言う者あり） 

〇市長（畠山渉君） 存じ上げないところあるので

すけれども、そこはっきりしないので、その点ちょ
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っと確認したいと思います。 

〇議長（竹村恵一君） 北市議員。 

〇５番（北市勲君） 〔登壇〕 ここでどなたがい

つなんて話はしませんけれども、そういうまちづく

りをしたいという市民の要望があったということも

耳にしておりますけれども、そういう申入れが、な

かったらなかったで結構なのです。そういう話があ

ったかなかったかちょっと確認したいだけの話なの

で、よろしいですか。 

〇議長（竹村恵一君） 暫時休憩を取ります。 

（午前１１時４７分 休 憩） 

                       

（午前１１時５１分 再 開） 

〇議長（竹村恵一君） 休憩前に引き続き再開をい

たします。 

 まず、北市議員に先ほど市長が趣旨確認をしたと

思いますけれども、個人の名前を言う必要はないと

思いますが、いつ頃、どういう団体かというのが分

かっていれば明確に質問の中で市長に述べていただ

けると市長は答えやすいというような確認を取った

のですけれども、それがそこの中で表現できますで

しょうか。北市議員。 

〇５番（北市勲君） 〔登壇〕 いつ頃と言われる

とここ数日間の話なので、何とも言い切れませんけ

れども、どなたかという話もこれは申し上げられま

せん。ただ、そういう声が市民の中にあるというこ

とは事実です。私の耳に入ってきましたから。です

から、聞いた話はまちづくりということをおっしゃ

ったので、そういうことで市長さんと話をしたいと

いうような意見があったけれども、断られたのです

よということは耳にしたと。私はこういうチャンス

はやっぱり逃すべきでないと思っているからこそ市

長さんにこういうことあったのかということ、別に

あったかなかったか聞いているだけの話で、なかっ

たらなかったでいいと思うのです。それだけの話で

す。 

〇議長（竹村恵一君） 市長、どうでしょうか。ご

自分の先ほど言っていた記憶の中でということでも

含めて、そういう記憶があれば答弁していいと思う

のですけれども、いかがですか。しますか。いいで

すか。市長。 

〇市長（畠山渉君） 今議長からいつ頃どういう団

体かというお話ありまして、ここ数日間の間と。こ

こ数日間ということは、今月入ってからか先月かと

いうところではないのかなというふうに思いますけ

れども、ただどういう団体かというふうなところで、

団体か、先ほど市民というふうにおっしゃったと思

うのですけれども、市民か団体かについても言えな

いということですよね。市民なのか団体なのかにつ

いても言えない数日間のところだけれども、中身に

ついてはまちづくりについてお話をしたいと。その

市民の方と申し込んでといいますか、お話があった

その方、その団体と、その方かその団体の方と私と

がまちづくりについてのお話合いをしたい。ですけ

れども、私がその団体とのお話合いを断ったという

ふうにお聞きしたということですよね。今の…… 

〇議長（竹村恵一君） すみません。お二方に言い

ますが、そこの質問者同士での質問のやり取りはや

めていただいて。質問と答弁は、趣旨確認は認めて

おりますので。 

〇市長（畠山渉君） 今そういうお話だったと思う

のです。そういうお話だったと思っています、私は。

ですけれども、まちづくりについて今お話ししたこ

こ数日間の間、どういう団体なのか、どういう市民

なのかについては言えない。だけれども、まちづく

りについてのお話合いを私と市民の方なのか団体の

方がお話をしたいという申入れがあったのに私が断

ったという今お話だったと思います。そういったこ

とについては、ここ数日間の間ではなかったと思い

ます。なかったと思っています。ただ、明確に言っ

ていただかなければ、お答えようがないのです。記

憶はないです。お話合いをしたいという団体から、

あるいは市民の方が来たときにあなたとはお話合い

できませんというようなことは言った記憶がござい

ません。断ったことはないと思っています。違う中

身であれば、また変わってくるかもしれません。こ
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こ数時間の間というのは私はないと思います、そう

いう団体からの申入れに対して。団体とのまちづく

りのお話合い、それを断ったことはないと思ってい

ます。 

〇議長（竹村恵一君） 北市議員。 

〇５番（北市勲君） 〔登壇〕 明確に最近ではな

いという話でしたので、なければないで結構だと思

います。ただ、こういう協働と共創によるまちづく

りというのは対話が大変大事だろうと、こういう理

解をしている関係上、私が思っている以上やはりそ

ういったまちづくりについて市民からの話がしたい

という、そういう話が聞こえたときにはいいチャン

スだなと。逆に市長さんにとっては市民に理解をし

ていただくにはいいチャンスだなと思って、そうい

う事実があったかないかをお聞きしたわけで、今な

いということなので、これはこれで結構だと思いま

す。 

 以上で私の質問を終わりますが、最後にこの４年

間、本当にコロナ禍の中、市政運営が大変だったろ

うと、そういうふうに思っておりますが、このコロ

ナ感染症、間違いなく終息に向かっております。明

るい日常生活の光も見えてきています。これから第

６次赤平市総合計画もこれから本腰を入れてやらな

ければならぬと。そういうことで、市民との対話を

重ねながら明るいまちづくりになることを期待し

て、質問終わりたいと思います。どうもありがとう

ございました。 

〇議長（竹村恵一君） 暫時休憩といたします。 

（午前１１時５６分 休 憩） 

                       

（午後 １時００分 再 開） 

〇議長（竹村恵一君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 質問順序４、１、新型コロナウイルス感染症対策

について、２、コロナ禍が子どもの心へ与えた影響

について、３、新型コロナワクチン接種後の有害事

象について、４、財政運営について、議席番号３番、

鈴木議員。 

〇３番（鈴木明広君） 〔登壇〕 それでは、議席

番号３番、鈴木明広、通告に基づき質問させていた

だきます。ご答弁のほどよろしくお願いいたします。 

 件名の１の新型コロナウイルス感染症対策につい

てで項目１番、あかびら市立病院の入り口における

アルコール消毒についてただしてみたいと思いま

す。2023年の２月に静岡県内で唯一の第１種感染症

指定医療機関であります静岡市立静岡病院の感染管

理室長で、静岡県の専門家会議委員も務める岩井一

也医師がＳＮＳ上で感染症対策の見直しとして病院

入り口のアルコール消毒は撤去しましたという掲示

物の写真を公開しております。撤去した３つの理由

としましては、まず１番目に新型コロナウイルスで

は物に触れることで感染する接触感染の可能性がほ

とんどないこと、２番目といたしましては現在の新

型コロナウイルスの主な感染経路は空気中に浮いて

いるウイルスを吸い込むことによるエアロゾル感染

であり、対策は困難なこと、３つ目としてこれらを

踏まえて新型コロナウイルス感染症対策としての入

館時の手指の消毒は不要と判断し、病院入り口のア

ルコール消毒を撤去しましたということを提示して

います。岩井医師は、日本内科学会認定内科医、同

時に日本感染症学会評議員の資格を有しているの

で、説得力があると思われます。あかびら市立病院

における病院入り口での今後のアルコール手指消毒

の在り方について見解を伺いたいと思います。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） アルコール手指消毒の今後の

在り方についてでございますが、現在当院におきま

しては院内での接触感染による感染拡大防止を図る

ため、病院入り口をはじめとして院内各所にアルコ

ール消毒液を配置し、来院された方に対して手指消

毒の協力をお願いしております。新型コロナウイル

スに関しましては、時間の経過とともに研究も進み、

議員が述べられたような感染症に深い知見と強い信

念を持つ医師による主体的な感染対策も行われ始め

ていると感じております。今後の当院におけるアル

コール消毒の在り方につきましては、当面は引き続
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きこのままの形で継続しながら、５月８日の５類へ

の移行に向けて院内に設置している感染委員会等に

おきまして国や北海道の方針、他の医療機関の動向

などを注視しながら検討を進めてまいりたいと考え

ております。 

〇議長（竹村恵一君） 鈴木議員。 

〇３番（鈴木明広君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

ですと、岩井先生のような専門医であって、感染症

の多分権威であると思うので、自分の思ったところ、

研究論文とか含めて主体的な感染対策も行われ始

め、自治体病院ですから、地方自治ですから、それ

こそ主体性を持った判断でこういうふうなことは、

感染の対策の緩和はどんどん、どんどん進めていい

と思うのですけれども、５月８日まで行うというこ

とは積極的に院内でまず話合いを行うということで

すか。お聞きしたいのですけれども。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 院内における、先ほど申し上

げましたけれども、院内に設置している感染委員会

等におきまして国や北海道の方針、他の医療機関の

動向を注視しながら検討を進めてまいりたいと考え

ております。 

〇議長（竹村恵一君） 鈴木議員。 

〇３番（鈴木明広君） 〔登壇〕 答弁が繰り返し

になってしまったのですけれども、私が望んでいる

のは、実は感染症対策を緩和することによって住民

の安心感にもつながるのではないかというふうな思

いがあるのです。だから、地方に行けば行くほど、

官公庁が発信するメッセージ性の強さというふうな

ものを鑑みますと、ぜひとも早く、一歩でも早く緩

和して、私はもう取り外してもいいと思っているの

です。ちょっと厳しい言葉になるのですけれども、

この岩井先生がＳＮＳ上でツイートでこういうこと

を述べています。いいですか。感染対策をどこまで

要求するのか国が示してくれないと病院はどうして

よいか分からない、そんな病院は要らないと述べて

います。ちょっときつい言葉なので、次の質問に移

らせていただきます。 

 次は、項目の２番として、あかびら市立病院にお

ける新型コロナ感染症対策の総合的な見直しについ

てお伺いしたいと思います。前述の今述べました静

岡市立病院では、感染症対策としてこれまで行わな

かった11項目がございます。１番目として、県内移

動の制限や報告、次にプライベートでの会食の制限、

３つ目に家族に感染症が出た場合の検査や出勤停

止、４番目に面会者の人数制限や体調チェック、次

に県外からの来訪者の立入禁止、次に続いて発熱患

者の個別対応、続いて検査までの待機、続いて一般

医療の対応変更、続いて隔離解除後の個室対応、続

いて陽性患者対応外でのフェースシールドの着用で

あります。私は今まで、去年から一般質問において

新型コロナウイルスは十分弱毒化して、普通の風邪

と何度も申し上げ続けてきました。今もそう思って

おります。岩井医師は、昨年１月の静岡新聞電子版

において軽症傾向が見られるオミクロン株はもはや

これまでの新型コロナとは別の病気であると。従来

の対策を引きずるべきではないと指摘しておりま

す。あかびら市立病院においても、新型コロナ感染

対応の総合的な見直しは必要であると思うが、見解

を伺いたいと思います。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 新型コロナ対策の総合的な見

直しの必要性についてでございますが、ご質問にも

あります面会や居住地外への移動の制限など、当院

における新型コロナ感染症対策につきましては、院

内感染委員会で策定した当院及び圏域別の患者発生

状況に応じたレベルごとの行動指針に基づいて対応

しております。この指針は、感染症対策で地域連携

している砂川市立病院の感染委員会と情報交換を行

いながら策定した指針であります。指針を含めた新

型コロナ対策の総合的な見直しについての検討でご

ざいますけれども、５月８日の５類移行に向けまし

て当然必要なものと考えており、今後院内感染委員

会等において国や北海道の方針、他の医療機関の動

向を注視し、また砂川市立病院との連携も密にしな

がら検討を進めてまいりたいと考えております。 
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〇議長（竹村恵一君） 鈴木議員。 

〇３番（鈴木明広君） 〔登壇〕 私が求めている

のは、独自の判断でできることは行ってほしいとい

うことなのです。独自性がなくて、話がどんどん、

どんどん大きくなって、砂川市立病院との連携とや

っぱり国、道というふうにつながっていくと、何か

指示待ちのような印象がある。これは、非常に私は

まずいと思うのです。１つお伺いしたいのですけれ

ども、あかびら市立病院と砂川市立病院には感染症

専門医というのはいらっしゃいますか。 

〇議長（竹村恵一君） 総務・経営企画担当主幹。 

〇あかびら市立病院総務・経営企画担当主幹（佐藤

崇典君） 感染症専門医ということでございますけ

れども、先ほど岩井先生も日本感染症学会の評議員

を務めていらっしゃるというようなお話がございま

したが、砂川市立病院の泌尿器科の國島医師につき

ましても同じく日本感染症学会の評議員を務めてお

りますということでございまして、感染症のスペシ

ャリストと言ってもいいのではないかと思っており

ますが、その砂川市立病院さんと連携を密にという

か、情報交換を密にして、いろいろこれから検討を

進めてまいりたいと考えております。 

〇議長（竹村恵一君） 鈴木議員。 

〇３番（鈴木明広君） 〔登壇〕 専門医がいると

いうので、恐らく院内の感染症対策においても強い

発言権を持っていらっしゃるお医者さんだと思うの

で、ぜひともこの議会でこういう質問が上がったと

いうことも伝えていただいた上で検討を進めていた

だきたいと要望して、次の質問に移らせていただき

ます。 

 次の質問は、コロナ禍が子供の心に与えた影響に

ついてということなのですけれども、特にその中で

項目１として子供の摂食障害の神経痩せ症について

ということについてお伺いしたいと思います。国立

成育医療研究センターが行っている子供の心の診療

ネットワーク事業では、新型コロナウイルス感染流

行下の子供の心の実態調査を行っておりますが、全

国26の医療機関が参加した調査で、コロナ流行前の

2019年度と比較して2020年度では神経性食欲不振、

いわゆる神経性痩せ症の初診外来患者数が約1.6倍、

新入院者数が1.4倍に増加していたことを2021年の

10月にマスコミにプレリリースしております。同セ

ンターでは、その原因を神経性痩せ症の患者増加の

背景には緊急事態宣言や学校の休校などの生活環境

の変化によるストレス、あとは子供たちが感染対策

のために家に引き籠もっていること、あとは行事な

どのアクティビティーが中止になったこと、友達に

会えないこと、新型コロナウイルス感染症への不安

などがあると推測しております。大人がつくったコ

ロナ感染防止対策で子供の心が不調になることに対

しての大人の責任は重いと思います。しかし、残念

ながら学校におけるマスクを外すことについてすら

ようやく緒に就いたばかりでございます。子供の心

に暗い影を落とし続けてきたことを非常に遺憾に思

います。このように子供の感染症対策の見直しが遅

々として進まない結果、残念ながら2022年の11月に

同センターは2021年度コロナ禍の子供の心の実態調

査の摂食障害において神経痩せ症がコロナ禍で増加

したまま高止まっているという報告をいたしまし

た。子供の摂食障害の神経性痩せ症は、子供の心の

実態を表すメルクマールであると私は思いますが、

当市ではどのように実態を把握しているかお伺いし

たいと思います。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 摂食障害をはじめコロナ禍に

おける子供の心への影響についてでございますが、

現在のところ当市では実態把握はしておりません。

しかしながら、幼稚園、保育所、学校における黙食

やマスクの着用、消毒、ソーシャルディスタンスな

ど過剰なまでの感染症対策は、少なからず子供の心

にストレスや不安を与えたものと考えております。

様々なガイドラインの下、大人が子供に半ば強制的

に行ってきた感染症対策の徹底は、心の成長過程に

ある多くの子供たちにある種強迫観念を植え付けて

しまったのかもしれません。小さな子供たちの中に

は、家族でいるときもマスクを外せない、家族と食
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事をするときも無言で、母親が話をすると食べてい

るときに話をしたら駄目と言う子供がいることも聞

いております。今後は各関係機関と連携しながら実

態把握に努め、子供たちの心のケアについて保護者

と共に丁寧に対応していく必要があると感じており

まして、一日も早く子供たちが2019年以前の生活に

戻れるよう努めてまいりたいと考えております。 

〇議長（竹村恵一君） 鈴木議員。 

〇３番（鈴木明広君） 〔登壇〕 確かに子供のケ

アというのは非常に難しくて、実態を把握しなけれ

ばなかなかどのように対応していくか分からない、

それこそ無から有は生まれないので、そのためには

こういうふうな調査をしていかなければならないと

思うのですけれども、具体的にお考えはあるか担当

課にお伺いしたいのですけれども。 

〇議長（竹村恵一君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（千葉睦君） 実態把握の方法

についての具体的な案についてですけれども、子供

の心のケアについてですけれども、議員おっしゃる

ように、親御さんなど子供の身近な方がいつもと違

う子供の言動に気配って、差異に気づくことが大事

だと思っています。そのようなことができるような

把握の方法等を考えておりますけれども、具体的に

どのような方法、内容等につきましては先進的に行

っている自治体を参考にこれから、すみません、検

討してまいりたいと考えております。 

〇議長（竹村恵一君） 鈴木議員。 

〇３番（鈴木明広君） 〔登壇〕 コロナ禍におい

て介護福祉のほうは本来業務のほうもコロナワクチ

ン接種等で非常に大変だった上で、その後の総括と

してまたこのような問題が出てきて、それについて

フォローをする意味で調査するというのは非常に大

変な仕事であるとは思うのですけれども、今後、こ

れは子供なので、長い人生の中でどのぐらい影響が

あるかアセスメントをしっかり図らないといけない

ので、ぜひともを行ってほしいと思います。 

 次の質問に移らせていただきます。件名の３番と

しましては、新型コロナワクチン接種後の有害事象

についてで、項目については赤平市におきます超過

死亡数の増加傾向についてということをただしてみ

たいと思います。現在札幌市で勤務医をされている

清水泰行医師のブログにドクターシミズのひとりご

とというのがありまして、清水氏が各自治体のホー

ムページに公表されております2022年１月と2023年

１月の死亡者数データを基にして超過死亡者数の集

計を公表しております。清水医師は今回全部で67の

都市の死亡者数を調べました。超過死亡率の昨年比

での増加は平均値で17.4％になりました。全国には

東京23区を含めて815の市がありますので、たった８

％の市の数ですが、大きな市は結構含んでいるので、

それなりに信憑性はあると思いますと語っておりま

す。その上で、67の市のほとんどは各最高死亡者数

を記録しております。およそ半数の32の市で20％以

上の増加になっています。30％を超える市も７市を

数えますと考察しております。具体的な例としまし

ては、四国の香川県の高松市では149人の増加で27.6

％の爆増というふうな表現をしております。恐らく

初の600人超えだろうと。700人も目前だと。埼玉県

の川口市は100人で17.0％の増加、700人目前である

と。あとは、ずらずら挙げていきますと、兵庫県の

加古川市で2020年比で66人、24.4％の増加、ただし

2021年度比では40人で13.5％の増加、2023年１月が

過去最高記録ではなく、2022年の12月が最高値とな

っていると。愛知県の名古屋市では、285人で11.2

％の増加となっております。超過死亡増加について

は前回質問時で同様にマスコミは取り上げていない

のですけれども、理由は分かりません、私は。取り

上げられない理由があるのかどうか分からないです

けれども、国際的にＳＮＳ等のオルタナティブメデ

ィア、代替メディアと訳されているのですけれども、

問題点を指摘する記事や専門家の懸念が強く報道さ

れております。日本においても、大手週刊誌がコロ

ナワクチン接種後の死亡や後遺症についての連載を

組んで報道しております。前回の質問時から引き続

き市民の中には私のところ直接聞きに来る方もいら

っしゃるのですけれども、接種後の後遺症に不安を
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抱いている方もいます。当市は超過死亡数のデータ

についてデータの分析等を行っているか伺いたい

と。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 当市の超過死亡数についてで

ございますが、全国的な死亡数の増加を受け、当市

でもデータを確認しております。当市における死亡

数ですが、2022年10月は22名、前年同月と比較し37.5

％の増加、11月は32名、前年比100％の増加、12月は

27名、前年比58.8％の増加、2023年１月は33名、前

年比32％の増加となっております。詳しい死亡原因

等の分析までには至っておりませんが、今年度にお

いては４月以外全ての月において前年同月と比較し

死亡数が増加しているのは事実でございます。 

〇議長（竹村恵一君） 鈴木議員。 

〇３番（鈴木明広君） 〔登壇〕 やっぱり……や

っぱりというのはちょっと臆測が強いのかもしれな

いのですけれども、ある専門家によりますと超過死

というのは人口1,000人当たり0.9人で、１人ぐらい

ずつ増えるのではないかと言っていたので、９名か

ら10名を上回った時点でなかなか確率的に統計学的

には起こりにくいと。このような傾向が実は接種開

始後２年間続いているのですけれども、その確率を

ある専門家がどういうふうに分析したかというと、

何百億分の１の確率ではないかというふうな考えを

持っている方もいらっしゃいます。なぜこういうふ

うなことが起きているのかというと、ずっとコロナ

ワクチンを接種した後みんなコロナで亡くなった、

もしくはコロナで基礎疾患を持っていて、それが原

因で亡くなったのかと思っていたのですけれども、

その数を引いてみても全く合わない。超過が過ぎて

いる死亡数がずっと続いておりまして、接種後統計

を取っていらっしゃる方の数値を見ますと、２年間

で現在2020年の12月までで24万8,790人の超過死が

あるということです。これはどういうふうな数かと

申しますと、東日本大震災がございまして、そのと

きの死亡者数がおよそ約１万9,000名でした。そのと

き私は東北の福島県にいましたから、被災者です。

そのときの悲しみというふうなものはなかなか癒え

ない。それが10回近く起きていると。これ考えられ

ないような死亡者数なのです。25万人というのは、

都市で調べますと函館市の人口に近いぐらいの方が

この２年間で亡くなっている。それについて報道す

る、しないは分からないですけれども、理由は分か

らないのですけれども、なぜ問題にならないかとい

うと不思議で仕方ない。人間の生命というのは地球

より重いというふうな言葉もございますから、一人

一人を積み重ねてこういうふうなことが起きている

ことに対しては私は非常に深い懸念と今後どういう

ふうになっていくのかと。これが単なるスパイクが

２年続いた、スパイクというのは非常に変動値が激

しい数が続いて、平準化されるならいいのですけれ

ども、これがまた続いていきますと、少子高齢化が

進むところで高齢者の人口が減るということはどう

いうふうな影響が自治体にあるのかということまで

考えますと、非常に不安になります。 

 そこで、再質問になるのですけれども、12月の定

例会では私政府はワクチン接種後の死亡事例や健康

被害の因果関係については認めていないというふう

な趣旨だったのです。しかし、新型コロナワクチン

接種事業の即時中止を求めています医師や歯科医

師、獣医師など約1,400名が所属します全国有志医師

の会の調査によりますと、国内の医学界では21年の

12月から22年の９月の間に少なくても318件のワク

チンの症例が報告されています。今後も国はずっと

続けていく……５類に変わると対象者は変わるので

すけれども、続くのですから、学会で開けっ広げに

議論がなされているワクチン等接種後の疾患につい

て、関連性について市民に報告するべきであると思

うのですけれども、お伺いしたいと思います。 

〇議長（竹村恵一君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（千葉睦君） 新型コロナワク

チンと健康被害についてでございますが、国は接種

によるベネフィットが接種によるリスクを上回ると

いう判断の下、今後もメッセンジャーＲＮＡ新型コ

ロナワクチンの接種を継続していく計画です。一方、
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厚生労働省の分科会では、２月10日時点で30人のワ

クチン接種後死亡事例に対し健康被害救済制度によ

る死亡一時金の支給を認めています。また、厚生労

働省は死亡例も含む接種後の健康被害について２月

10日時点で6,219件の健康被害救済請求を受理して

おり、そのうち1,622件で医療費の支給を認めていま

す。また、大手メディアでは報道されませんが、新

型コロナウイルスワクチンの接種後に亡くなった方

の遺族や支援者でつくるワクチン被害者遺族会繋ぐ

会が遺族らの早期救済やワクチン施策そのものの見

直しを訴えていることについても認識しておりま

す。さらに、ワクチン接種後の血栓形成による健康

被害、免疫低下による帯状疱疹、ＩｇＡ腎症などの

腎臓疾患について日本皮膚科学会や順天堂大学と学

会や大学等で事例報告、研究がなされていることも

承知しております。厚生労働省のホームページでは、

ワクチン接種後のくも膜下出血や急性大動脈解離、

血栓症などについてはその知見がなく、ワクチンが

原因とは言えないとし、心筋炎や心膜炎についても

ごくまれであり、ワクチン接種の効果のほうが大き

いとしています。しかしながら、２月10日に死亡一

時金が認められた10名のうち１名は59歳女性で、死

因はくも膜下出血、そのほか９名は脳出血等で亡く

なったことが分かっています。今後も国が新型コロ

ナウイルスワクチンの接種を進めていくのであれ

ば、市民がメッセンジャーＲＮＡワクチンについて

十分な理解の下、そのリスクと効果を判断し、接種

するか否か自ら決定することができることが重要と

考えます。市としましては、国に対し国内外の様々

な研究や論文など多くの知見を集積、分析し、ワク

チンによる健康被害についてその因果関係を明らか

にし、分かりやすく市民に説明するよう自治体向け

ワクチン接種説明会等の機会を利用して要望してい

きたいと思います。また、担当においても多くの論

文を参考にし、公正中立なワクチンに関する情報を

市民に伝えていきたいと思います。 

〇議長（竹村恵一君） 鈴木議員。 

〇３番（鈴木明広君） 〔登壇〕 大変詳しい内容

の答弁で、非常に安心するところがあって、効果あ

りきではなくて、リスクとベネフィットを必ず考え

た上で接種しなければならないと。接種する側に的

確な情報を与えることによって正しい判断で行って

いただくためには公正中立で、医学論文、世界的な

論文とか権威者、また中立公正な第三者による意見

をしっかりと伝えていくという方針なので、非常に

慎重であって、私は高く評価したいと思います。そ

ういうふうなことがあれば、因果関係が分からなく

て、どうしていいか分からないという人も必ず、恐

らく出てくるのではないかと思うので、そういう人

たちも救えるシステムがあるといいと思います。不

思議なのですけれども、答弁にございました救済制

度というのがあるのですけれども、救済制度につい

てはたしかワクチン接種のときのチラシ、パンフレ

ットにも掲載されていたような記憶はあるのですけ

れども、救済制度というのは厚労省のホームページ

を見ますと、予防接種と健康被害との因果関係が認

定された方を迅速に救済されているものとある。だ

けれども、国は因果関係は認めていないのですけれ

ども、なぜか、調べてみますと1,966人の死亡事例に

ついては厚労省というのは把握していて、認めてい

る。そのうち申請して、30名までは認められている。

これについては、あくまで救済目的であって、因果

関係はなくても救済されるというふうに考えていい

わけですか。課長にお伺いしたい。 

〇議長（竹村恵一君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（千葉睦君） 大変申し訳あり

ません。ちょっとその辺の知見は今……よろしいで

すか。ごめんなさい。持ち合わせておりません。申

し訳ありません。 

〇議長（竹村恵一君） 鈴木議員。 

〇３番（鈴木明広君） 〔登壇〕 因果関係がなく

てもいわゆる副作用において障がいを持った、長期

的に苦しんでいる、そういう人でも申請を受けられ

るから、ハードルは低くなったというメッセージは

発せられると思うのですけれども、いかがお考えで

すか。 
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〇議長（竹村恵一君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（千葉睦君） 国においても因

果関係ははっきりしなくてもやはり早期に対応する

ことが重要であるということで、認められたという

ふうにはお聞きしています。 

〇議長（竹村恵一君） 鈴木議員。 

〇３番（鈴木明広君） 〔登壇〕 その旨もぜひ市

民の方に周知徹底していただきたいと思います。 

 次の質問に移らせていただきます。件名の４番と

しましては、財政運営についてということで、項目

の１番目は財政健全化計画の策定についてお伺いし

たいと思います。今年の１月20日に行財政アナリス

トでフリーライターである磯道真さんという方が

「プレジデント」という雑誌のオンライン版に全国

にある1,741自治体のうち貧乏自治体の市区編ワー

スト200を作成して発表しました。人口１人当たりの

債務水準に焦点を当て、2021年度末の住民１人当た

り実質債務を算出し、ランキング化したものでござ

います。計算方法は、2021年末の実質債務を人口で

割ったものでございます。そのワーストランキング

において、１人当たりの実質債務がおよそ240万円

の、いつも出てくる名前なのですけれども、夕張市

が１位、２位が約133万円の士別市、３位が北九州市、

４位が103万8,000円の赤平市でございました。６位

には、約99万円の深川市でございます。ちなみに、

空知管内３市がワーストテン内にランキングされて

おります。筆者は２位の士別市、132万円です、１人

当たりの債務、について地方債残高が262億円ある一

方、基金などは少ないと分析しております。士別市

財政課では、面積が広い分、公共施設や道路を整備

しなければならなかったとコメントしているとして

おります。士別市、借金が増えた理由として、51億

円かけてごみ処分場、環境センターを建設したほか、

老朽化した庁舎も32億円で改築したことが影響して

いると言っております。筆者は、借金部分は元利償

還金の７割を国が交付税で補填してくれる合併特例

債や過疎対策事業債で充てているため、残高ほど負

担はない模様。それで、もう2020年12月には自主的

に財政健全化計画を策定し、改善に取り組んでいる

と記しております。実際同市は社会経済環境の変化

による市民サービスの多様化や、地域医療の確保、

さらには上下水道や道路といったインフラの維持整

備など行政コスト、行政課題は拡大し続けているの

で安心、安全な市民生活の確保と、市民サービスを

継続していくためには組織の機構改革や事務事業の

再編などあらゆる歳出の見直しから抜本的な体質改

善を断行することで、将来に向かって持続可能な財

政運営基盤の確立を目指して令和２年12月に士別市

財政健全化実行計画を策定し、改善に取り組んでい

るということであります。私は、当市においても持

続可能な市政運営のためには財政健全化計画を策定

することが必要であると思うのですけれども、見解

を伺いたいと思います。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 財政健全化計画の策定につい

てでございますが、当市における財政健全化計画に

つきましては、平成17年度に策定いたしましたあか

びらスクラムプランを皮切りに赤平市財政健全化計

画、赤平市財政健全化計画改定版を策定し、人件費

の抑制、税や使用料などの見直し、公共施設の休廃

止、補助金や負担金の見直しを行うなど財政の健全

化に努めたところであります。改めて市全体におけ

る健全化計画終了後である平成27年度以降の財政状

況を見てみますと、一般会計以下全ての会計におき

まして黒字での決算となっておりますので、実質赤

字比率、連結実質赤字比率、資金不足比率は発生し

ておりません。統合中学校及び統合小学校の建設と

いった大型事業がございましたので、普通会計にお

ける地方債残高は増加しておりますが、普通交付税

措置のある過疎対策事業債を積極的に活用してきた

ことや病院事業の償還終了など実質公債費比率は毎

年改善してきております。将来負担比率におきまし

ても、平成27年度と比較して最新の令和３年度にお

いて改善が図られております。財政調整基金と減債

基金の合計残高は減少しておりますが、その他の基

金も含めた全体での残高は増加する結果となってお



 －63－ 

ります。こういった状況から、当市におきましては

新たに健全化を図る計画を策定しなければならない

状況であるとは判断しておりません。ただし、交付

税の推計や実施事業における財源の確保、公債費の

償還シミュレーションなどにより指標等の推計を行

いながら事業の取捨選択を行うなど、常に持続可能

な財政運営を心がけてまいりますので、ご理解いた

だければと思います。 

〇議長（竹村恵一君） 鈴木議員。 

〇３番（鈴木明広君） 〔登壇〕 大体想定内の答

弁でございまして、国の基準範囲内の健全性を保っ

ていればオーケーだろうということなのだと思うの

ですけれども、これ私が非常に私淑しております関

西学院大学の小西砂千夫教授、地方財政学の権威で

ございますけれども、その教授の言説によりますと、

その物差しというのはあくまでも地方自治体の体力

によって変わるものであるというので、これをもっ

てして全て安定しているということには当たらない

と思います。例えば決算委員会のときかと思うので

すけれども、審査委員会のときかと思うのですけれ

ども、私指摘したのですけれども、実質公債費比率

というのはあくまでもこの物差しの基準になります

のは財政力指数が0.6なのです。0.6の平均のところ

で物差しを使って、18％以上にならなければいいの

だと。投資というのは0.19か0.2だと思います。とい

うことは、ハードルを高くしないとやっぱり財政運

営というのは何かあった場合には非常に危機に瀕す

るかもしれないと思われるのです。その点について

ちょっとお伺いしたいのですけれども。 

〇議長（竹村恵一君） 副市長。 

〇副市長（永川郁郎君） 今議員がおっしゃるとお

り、小西先生の見解としては財政力指数が全国平均

で0.6ということで、それに見合ったボーダーライン

が実質公債費比率の18％というところで線を設けて

おりまして、それを過ぎると協議制から許可制へと

移行になるという状況ではございますけれども、確

かに当市の財政力指数は0.2程度でございますので、

それを勘案しますと18％ということではなく、限り

なくもっともっと低い将来負担、実質公債費比率が

望ましいというふうに理解しているところでござい

ます。 

〇議長（竹村恵一君） 鈴木議員。 

〇３番（鈴木明広君） 〔登壇〕 認識はほとんど

一致しているので、非常に気をつけながら現在より

も下げていく方向に持っていかなくてはならない

と。裏を返せばどういうことかといいますと、起債

をしまして、例えば過疎債ならば３割は交付税の非

算入に当たりますから、その分を増やしてしまうと

実質公債比率が上がるというので、これはかなりの

新規の中型から大型の事業を策定するに対しては非

常におもしとなるというふうに私は考えておりま

す。そういうふうなことで、そういうことを踏まえ

て、私はあくまでも国の健全化に当てはまっていれ

ばオーケーであるという立場ではないので、あえて

こういう健全化を策定したらいいのではないかとい

うふうな意味の質問をしてきました。 

 それをもしつくらなければ、ではどういうふうな

ことが必要かというので、再質問でもう一つ伺いた

いのですけれども、財政健全化を立案することは今

の答弁でありますと喫緊の課題ではないという旨の

答弁であると私解釈しました。だけれども、計画的

かつ持続可能な行財政運営を進める指針となるの

は、中長期的な財政推計であると思います。市民に

財政推計をつまびらかに公開しなければ、政策決定

プロセスの透明性は高めることはできないと感じて

おります。歳出歳入の基本は、入るを量りていずる

をなす、入ってくる財源をどういうふうに把握して、

今度はそれに合わせて歳出を締めていくというのは

言うまでもないことです。単年度を乗り切るための

パッチワークで、特財から借りて、入って、余った

からまた返すとか、そういうふうなパッチワークで、

近視眼的で継続的にかける財政運営であってはなら

ないと私思っております。財政推計は、現状を踏ま

えつつ将来の経済情勢を予測することによって借金

の償還に影響を与えるある程度までの金利のボラテ

ィリティー、変動性、弾力的な対応のできるしなや
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かな財政運営につながると思われます。今後とも継

続する人口減少や少子化、高齢化の進展による税収

の減少などによる影響を克服し、第６次赤平市総合

計画を完遂させるためには財政推計を市民に示し

て、政策決定の説明責任を果たさなければいけない

と思うのですけれども、見解を伺いたいと思います。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 予算編成作業や主な事業の取

捨選択を判断する際などにおきまして、単年度での

収支だけではなく、中長期的な見通しを持って判断

することは必要であると考えております。当市の現

状では、健全化計画の策定を判断する段階には至っ

ておりませんけれども、ただし、第６次赤平市総合

計画を確実に実施し、安定的な市政運営を行うため

には、将来見通しに基づくことが必要であるという

ことは十分に認識しており、今後検討してまいりた

いと考えておりますので、ご理解いただければと思

います。 

〇議長（竹村恵一君） 鈴木議員。 

〇３番（鈴木明広君） 〔登壇〕 今後検討なさる

ということだったのですけれども、少し掘り下げて

お聞きしたいのですけれども、なぜ１期目に財政推

計を出さなかったのかということをちょっとお聞き

したい。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 今１期目になぜ財政推計が出

ていなかったのかという厳しいご指摘ございました

けれども、当初といいますか、説明責任のところも

含めまして、やはり今議員ご指摘のとおり、中長期

的な見通しというのは必要だというふうに思ってお

ります。また、ご指摘の中にありました指標につい

ても、国の指標は借金のところに着眼した、着目し

た判断指標だというふうに思っております。そこの

借金に対する指標だけではなくて、そのほかにも判

断しなければならないやはり見通し、分析をしてい

かなければならないというふうに思っておりまし

た。ただ、そういったところでいきますと、地方公

共団体の市町村の財政につきましては単年度主義と

いうのもございますけれども、単年度ではない複式

簿記のことも考慮された財務書類が作成されてはお

りますけれども、それによって分析がある程度はで

きるものではないのかなというふうに思っておりま

すけれども、分析、それから今ご指摘にありました

推計についてもなかなかこの４年間の中ではできて

おりませんでした。今後というのはちょっと選挙も

ございますので、なかなか申し上げにくいところで

ございますけれども、鋭意努力してまいりたいとい

うふうに考えております。 

〇議長（竹村恵一君） 鈴木議員。 

〇３番（鈴木明広君） 〔登壇〕 鋭意という言葉

が市長から出てくるのは慎重な人から見ると非常に

前向きであると思って、私は評価します、そういう

ふうに。どなたが次期市長になられてもこの件につ

いてはしっかりと市民に公表して、あれもこれもで

はなくて、これからの時代はあれかこれかのコンパ

クト化、これしか対応がないわけだと思います。ま

して日本の財政を考えますと、普通債、建設債を合

わせて1,250兆円も借金がある。ＧＤＰの260％を超

える。もう多分借金はできないと思います。このま

ま私は円安が続いて、インフレが続くと、多分財政

も実質インフレ率に追いつかなければ財政というの

はどんどん、どんどん縮小するので、やっぱり緊縮

型にならざるを得ないのだと思います。これからあ

るのは、多分大増税と大緊縮の時代が私はやってく

るのではないかというふうに懸念しておるわけで

す。それを踏まえまして、やっぱり財政健全化と引

締め、なぜかといいますと、今までは超低金利で、

財政ファイナンスがございますから、国は60兆円か

ら70兆円の税収に対して30兆円から40兆円の国債を

発行して、一般財源を賄ってきたわけですけれども、

それが非常に厳しくなる。仮に金利を上げてしまい

ますと、借金の利払いが増える。これはどういうこ

とかといったら、恐らく地財政にも影響してくるこ

とはそんなに難しくないと思います、考えるには。

ということは、これからは経済環境を考えますと、

今お示しになりました財政計画というのを、推計を
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しっかりお示しになって、市民にも説明責任を果た

すことによって今度は市民のほうからもそれでは優

先順位は何か、アンケートに当てはまるものは何か

と。無から有は生まれないわけですから、そういう

ふうなものの中で合意形成ができることによって、

そんなに私の言説からいうとばら色の未来ではない

と思います。そういうふうなところを一緒に乗り越

えていくのが私が考える市民との共生の一つである

と思うのですけれども、私の考えについてご意見を

伺いたい。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 市民との共生というお話ござ

いました。市民への説明責任というところはどうか

なというふうに思います。説明、アカウンタビリテ

ィーのことかなとは思いますけれども、アカウンタ

ビリティーの説明責任とはまたちょっと違ってくる

のかなというふうに私自身は思っておりますけれど

も、やはり私もこれまで申し上げてきておりました

徹底した情報公開、推計は、財政推計できておりま

せんけれども、そういったことも含めて取り組まな

ければいけないと思っております。そして、それを

市民に何も隠さずに公表するということが一番重要

というふうに思っておりますので、この４年間の中

で実現はできませんでしたけれども、この後鋭意努

力してまいりたいと考えております。 

〇議長（竹村恵一君） 鈴木議員。 

〇３番（鈴木明広君） 〔登壇〕 再び鋭意努力を

するというふうに、今までいろいろな議論をして、

なかなか煮詰まらなかったり論点がずれてしまった

りしたのですけれども、最後のところではしっかり

とした責任説明の一つだと思います、私。鋭意努力

をしていただくということなので、そこのところは

一致して、私の質問はこれで終わらせていただきま

す。 

〇議長（竹村恵一君） 暫時休憩といたします。 

（午後 １時５４分 休 憩） 

                       

（午後 ２時０５分 再 開） 

〇議長（竹村恵一君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 質問順序５、１、市政執行について、議席番号７

番、木村議員。 

〇７番（木村恵君） 〔登壇〕 議席番号７番、日

本共産党の木村恵です。今週の土曜日は３月11日で

す。東日本大震災から12年となります。犠牲になら

れた方々、被災者の皆さんに心を寄せ、日本共産党

は被災者の暮らしとなりわいを再建し、復興を成し

遂げるまで国民の皆さんと共に力を尽くす決意で

す。そして、原発事故の教訓を忘れず、風化させて

はいけない、こういうことを申し上げたいと思いま

す。政府は、福島原発事故以来2014年には依存度を

可能な限り低減すると第４次エネルギー計画に明

記、2020年にはカーボンニュートラル宣言を行い、

新増設は想定していないと明言してきました。しか

し、岸田内閣は２月28日、この方針の大転換とも言

える原発再稼働、新増設、原発の60年運転を可能に

する法案の閣議決定をしました。福島原発事故がな

かったかのようにする暴挙だと言わなければなりま

せん。定例会初日の７日、赤平市はゼロカーボンシ

ティ宣言を行いました。私たち一人一人が今まで以

上に地球環境に強い危機感を持ち、脱炭素への取組

を強化し、将来にわたって豊かな環境を次世代に引

き継いでいく必要があります。こういう説がありま

す。豊かな環境を次世代に引き継いでいく。私は、

原発の再稼働も新増設も60年の運転延長もこれに反

すると考えます。岸田内閣には、被災者の心に寄り

添い、撤回することを強く求めたいと思います。 

 それでは、質問のほうに入ります。件名の１、市

政執行方針について、項目の１、市民に開かれた市

政について、要旨の１です。市民アンケート、政策

決定プロセスの透明化についてお伺いします。畠山

市長は、この１期目の公約として市民アンケートと

政策決定プロセスの透明化、この２点のことにぶれ

ずに４年間取り組んでこられたと思います。市民ア

ンケートは毎年実施され、政策決定プロセスの透明

化に関しては具体的な着手は昨年表明した旧３小学
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校の活用検討という部分ですが、いわゆる市民の中

で議論が二分するような、あるいは大多数がおかし

いと思うような政策が進められないよう市民参加を

重視したものだということで、現在進行形のものに

なると思います。これまでの畠山市政４年間では、

過去の炭鉱遺産公園構想のような市民を分断する、

議会を分断するような政策はなく、旧３小学校の活

用検討のような地域性、あるいは将来的な必要性、

財政的な見通しや利用者、負担者の不公平とならな

いよう慎重に検討すべき事柄だということで取り組

まれたと思っております。公共施設等総合管理計画

から見ても遅れてはいないものの、政策決定のスピ

ード感が遅いという指摘を受けたこともありまし

た。また、市民アンケートでは同じ項目が上位に続

き、対策が遅いのではないかと厳しい意見も一部に

はあったと思います。改めて４年間を振り返り、こ

れまでどのような考えで取り組み、どのように自己

評価をされるのか、現在どのように考えているのか

お伺いしたいと思います。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） この４年間を振り返り、どの

ように自己評価するのか、そして現在どのように考

えているのかについてでございますが、私は令和元

年赤平市議会第２回定例会にて市政運営に関する所

信を述べさせていただきました。この中で今後４年

間の市政運営として市民との対話を交えた政策決定

プロセスの確立について大きく２点、市民アンケー

トの実施と事業の決定過程の透明化を申し上げてお

ります。市民アンケートの実施については、令和元

年度から毎年計４回実施し、テーマを絞ったアンケ

ートや重要度、満足度、改善度の過去の調査との比

較なども行っております。また、市民の皆様へは広

報あかびらにてお知らせし、さらに住民懇談会でも

概要についてご説明してきているところでありま

す。また、事業の決定過程の透明化については、重

要な施策となる大型事業等で財政運営にも影響を及

ぼすような事業の場合には基本計画等の段階から市

民の皆様に情報提供しながら事業を決定し、進めて

いくということであります。私の任期の中で財政運

営に影響を及ぼすような大型公共施設の新設はあり

ませんでしたが、同様の事業規模として取り組む可

能性のあるものは小学校統合後の３つの旧校舎、茂

尻小、豊里小、赤間小と、これの活用についてであ

ると考えております。これについては、市内部にて

旧３小学校活用検討会議を立ち上げ、検討している

ところでありますが、まずは既に活用している旧小

学校校舎である平岸コミュティセンター、いわゆる

旧平岸小学校の改修経費や維持管理費などの現状に

ついて地元の平岸地区の各町内会役員の皆様と協議

を始めたところであります。その中で平岸地区の町

内会役員からは重要な案件であり、また年度末の時

期でもあるので、町内会総会等が終了した５月以降

の時期から協議を再開したい旨のお話があったとこ

ろであります。 

 以上のようなことから、私の公約である政策決定

プロセスの確立の１点目の市民アンケートは毎年実

施してまいりましたが、２点目の事業の決定過程の

透明化については取組が始まった段階であります。

したがいまして、公約を達成したとまでは言えませ

んが、一定の効果はあったものと認識しております。 

〇議長（竹村恵一君） 木村議員。 

〇７番（木村恵君） 〔登壇〕 公約を達成したと

までは言えないが、一定の効果はあったということ

の、そういう認識だということでした。３小学校に

ついての進捗なども述べられたと思います。アンケ

ートについては年４回実施をし、広報あかびら、住

民懇談会などで周知、説明をしっかりしてきたとい

うこと、確かに同じような項目が上位に並ぶことあ

りましたので、いろんな意見あったと思うのですが、

その中から、これ午前中もちょっとあったと思いま

すが、除雪の問題ではやはり地域や生活基盤など様

々な状況から満足度や重要度というのは違って、結

構上位にあったものではあるのかなと思いますが、

全ての方が満足にはなかなか至らない難しい課題と

いうところで私道の除雪などがあったと。自分たち

ではどうにもできないといった市民の声からそうい
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った声に応えた事業にも取り組むことができたと。

やはりアンケートがあったからではないかというふ

うに思います。また、事業決定過程の透明化という

部分では始まった段階だという、まだこれからだと

いうことで、そういったところからいわゆる達成し

たとまでは言えないという認識を示されたのだろう

というふうに思うのです。４年間で全てを完結とい

うか、達成するというのは、やはり大変難しいので

はないかと私も思っております。私も何度も提案を

してやっと実現につながったもの、あるいはいまだ

に実現されていないもの等々ありますので、そうい

った考え、そういったことはよく分かります。また、

４年間の状況の変化などでいろいろな課題がまた新

たに出てきて、優先順位なども変わってくるという

こともありますので、だからこその次への挑戦とい

うことになるのではないかというふうに思うので

す。ぜひ信念は曲げずに、市民の声に寄り添って取

り組んでいっていただくことを望みたいというふう

に思います。 

 次の質問に移ります。項目の２、行政の在り方に

ついてです。人口減少、少子高齢化が進み、行政機

関はデジタルトランスフォーメーション、ＤＸや機

構改革など市民が利用しやすい仕組みになることが

求められてきていると思います。単純に職員を減ら

すとかいったいわゆる歳出削減ありきではなく、デ

ジタル化やスリム化といったことは現代社会の要請

となってくると思われます。赤平市独自のＤＸの取

組としては、ＲＰＡの活用検討というものがあった

と思います。ＤＸについてと併せて機構改革につい

てこれまでの取組の進捗と今後の在り方についての

考えをお伺いしたいと思います。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 当市における行政の在り方に

ついてでございますが、現時点における自治体ＤＸ

の推進といたしましては、市民が直接恩恵を受ける

ものにつきましてはマイナンバーカードを利用した

健康保険証としての利用によるものや市外への転出

手続のオンライン化などが挙げられると思います。

ただし、市役所窓口における手続の簡略化などの見

直しにつきましては、まだまだ十分とは言えない状

況でありますので、今後さらなる推進を図ってまい

りたいと思います。市内部における業務改善におき

ましても、一部業務にＲＰＡによる作業の自動化に

取り組んでいるところであります。しかし、こちら

につきましても十分に活用できている状況ではござ

いませんので、今後活用の幅を広げていかなければ

と考えております。また、機構改革につきましては、

具体化には至っておりませんが、今後におきまして

も協議、検討が必要であると考えております。 

〇議長（竹村恵一君） 木村議員。 

〇７番（木村恵君） 〔登壇〕 まず、デジタルト

ランスフォーメーションに関しては、マイナンバー

についての言及があったのですが、国はマイナンバ

ー制度を強力に今推し進めていると。マイナポイン

ト等の付与で、それをさらに延長、延長とやってき

て、健康保険証を廃止するというようなことも言い

出し、事実上強制のように進められてきました。地

方自治体では、その申請や受渡しの窓口業務なども

併せて大変苦労をしてきたと思うのです。これ赤平

市も例外ではないというふうに思います。そこで、

いわゆる健康保険証を廃止して一本化するなどの関

連法案がおとといの７日、閣議決定され、今国会に

提出されたということが報じられました。この法案

が通れば、結局これ事実上の義務化ということにな

るのです。私思いますけれども、任意の制度でとに

かく始めて、申請が進まないとポイントで進めて、

コマーシャルなど広告費膨大にかけて、結局最終的

には強制すると。そして、現在健康保険証として使

える医療機関というのは半数にも満たないと言われ

ているのです。いわゆるこういったことで国民の中

にはポイント還元で得をしたと思っている方もいら

っしゃると思いますし、それで駆け込まれた方もた

くさんいらっしゃるのではないかと思いますが、最

終的に義務化するまでにこれだけ膨大な税金投入さ

れていますので、私はこれ逆に言うと税金の無駄遣

いそのものではないかと。国民の納得を得てから進
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めれば、これらの税金はもっと暮らしに身近なとこ

ろに回せたのではないかというふうに思うのです。

決して国民の皆さんこれ得をしたということにはな

らないと、そういうふうに考えないほうがいいので

はないかというふうに私は考えます。 

 それで、デジタルトランスフォーメーションの進

捗状況ですけれども、答弁では今言ったマイナンバ

ーカードの健康保険証としての利用であるとか窓口

の転出時の手続のオンライン化等々があったと。た

だ、全然不十分な内容だということです。進んでい

ないので、やっぱりそうなると思うのですが、赤平

市独自の取組としてはＲＰＡですけれども、まだ実

用段階ではないというか、十分には活用できていな

いという答弁だったと思います。これについては市

長肝煎りでしたので、しっかり引き続き取り組んで

いただくことを望みたいと思いますが、機構改革に

ついても同様にこれ具体化に至っていないというこ

とでありました。私もこれ一般質問等で取り上げた

のが遅かったので、そういうこともありますが、で

きれば子育て部門の一元化であるとか福祉、介護な

どいわゆる高齢化の部門の一元化などこれまで議論

してまいりましたので、また市民の中からは市役所

内にいわゆる市民が憩えるスペースなどを設けては

どうかと。これも午前中の質疑ですか、もっと行き

やすい、市民が来やすい市役所ということあったと

思うのですが、そういう意見もしっかり聞いて、そ

ういう場所をつくってはどうかと私も思うのです。

１階部分にそういった共用スペースのようなものを

つくって、市民の方々が来やすい市役所を目指して

はどうかというふうに思います。先ほどの午前中の

質疑でもワンストップ窓口ですとか書かない窓口、

スペースの問題等が答弁で言われていましたけれど

も、そういうこともそういうスペースつくって、考

えれると思いますので、ぜひああいった意見は前向

きに対応していっていただきたいなという要望をし

たいと思います。市民が来やすい市役所というのは、

ぜひ目指していっていただきたい。子育てや福祉、

あるいは賦課徴収といったところの配置を、人減ら

しではなく、配置を見直すことで恐らく可能ではな

いかと思いますので、こういったこともぜひ検討し

ていっていただき、時期も時期ですので、これも要

望とさせていただきたいと思います。 

 次の質問に移ります。項目の３、子供、子育て支

援などについてです。要旨の１です。2022年の出生

数が80万人を割り込んだことを受け、危機的な状況

だという認識を示した岸田首相ですが、その岸田政

権が進めるとした異次元の子育て支援、次元の異な

る子育て支援、これ全く具体的な内容というのがな

かなか出てこないということなのです。物価上昇に

見合う賃上げを掲げて、足元で物価上昇を超える賃

上げが必要だとも言っておられたのですが、全く実

現をしていないということなのです。実質賃金が10

年間で年間24万円減少しているということです。ア

ベノミクス以来生産性が向上すれば賃金も上がると

言われてきましたけれども、実際アメリカやヨーロ

ッパは生産性が上がると実質賃金も上がっているの

ですが、日本では生産性は上がっているのだけれど

も、実質賃金は相変わらず下がった、低空のままな

のです。それに伴って上がらないということなので、

つまり働く人々の努力が足りないとかスキルが足り

ないとか、そういう問題ではないということだと思

うのです。大企業が利益を幾ら増やしても配分や配

当や内部留保等に回っているという、いわゆるこの

分配の構造的な問題というのがあるのではないかと

思います。少子化対策の最大の子育て支援って私は

やっぱり賃上げなのではないかというふうに思うの

です。収入だと思います。国がしっかりとこういっ

た政策をまず転換していっていただきたいと思うわ

けですが、さらに地方はこういった厳しい状況であ

るものの、独自の子育て支援、子育て世帯の定住に

向け懸命に頑張っていると。畠山市長もこの４年間

で放課後子供教室の開設、ひとり親世帯生活支援給

付金の拡充、高校等通学費等助成制度の増額、保育

の一部無償化、子育て支援住宅の建設などに取り組

んでこられたと思います。また、子供の医療費の無

償化や国民健康保険税の子供の均等割の免除なども
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しっかりと継続して取り組んでこられました。これ

までのこういった取組についての考えをお伺いしま

す。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 子供、子育て支援におけるこ

れまでの取組についての考え方でございますが、私

の公約として実施いたしました市民アンケート調査

の項目の中で子育て支援に必要な施策について求め

たところ、経済的支援が一番多く寄せられておりま

した。これまでは、高校生以下の医療費無料化をは

じめ、保育料を国の基準額の50％軽減を実施し、就

学前の第２子目以降の保育料を無料化、また紙おむ

つ用ごみ袋の無料交付についても継続して実施して

おります。そのほか、ひとり親世帯に対する生活支

援特別給付金の拡充や高等学校等通学費等支援金の

増額など子育て世帯への経済的支援を進めてきたと

ころであります。昨年４月の統合小学校開設に併せ

放課後に児童の安全、安心な居場所を確保するとと

もに、様々な文化的、体育的な体験の場を提供でき

るように小学校内において放課後子供教室を開設い

たしました。開設から１年が経過いたしますが、子

供たちが楽しく学習や体験、交流をしている様子か

ら保護者の方々の就労時の不安解消や児童の健全育

成にも効果があったものと思っております。今後に

おきましても、子供たちに貴重でかけがえのない時

間を有意義に過ごしてもらうことができるよう子育

て支援の充実に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

〇議長（竹村恵一君） 木村議員。 

〇７番（木村恵君） 〔登壇〕 今後も子供たちに

貴重でかけがえのない時間を有意義に過ごしてもら

えるよう子育て支援の充実に努めていきたいという

ことです。午前中もありましたけれども、この考え

はしっかり持っていっていただきたいというふうに

思います。この４年間、コロナ禍にありながら子育

て支援の面ではしっかり取組が強化されてきたと私

は思います。ここでも今答弁にあったように市民ア

ンケートで経済的支援が一番多く寄せられているこ

とから、しっかりとした子育て支援策の拡充が図ら

れたということが分かったと思います。そして、経

済的な支援が求められる背景には、やはり子育てに

はお金がかかるということだと思うのです。それに

見合った収入がない、あるいは足りないということ

ではないかと思うのです。ぜひ国に対して財界頼み

の賃上げ策だとかではなく、抜本的な、そして大幅

な賃上げを求めていきたいというふうに私も思いま

す。そして、赤平市ではでき得る全ての子育て支援、

知恵を結集して、この４年間のようにしっかりと取

り組んでいっていただきたいと、このように思いま

す。 

 次の質問に移ります。子供、子育て支援などにつ

いての要旨の２です。私は、２期８年間の議員活動

を通じてこれまで学校給食費の無償化を時には財源

を示す、あるいは人口減少、少子高齢化対策として

と、あるいは憲法に保障されている義務教育の無償

化の一環として、コロナ禍における子育て世帯の支

援としてといって何度も提案をしてまいりました。

今アベノミクスの異次元の金融緩和が引き起こして

いる異常な円安などからくるこの物価高騰、先ほど

言ったように、賃金も上がらず、さらには防衛増税

までささやかれているという状況の中で行政ができ

る子育て支援の最も有効な手だてが学校給食費の無

償化ではないかと思います。本来ならこれについて

も国がかじを取る、かじを切るべきだと私は思いま

すが、この物価高、物価高騰の状況で、昨年来です

が、学校給食の無償化に踏み切った自治体も少なく

ありません。これについての現時点での考えをお伺

いしたいと思います。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 給食費の無償化についてでご

ざいますが、この春執行の赤平市長選挙における私

の公約として、新聞報道もされておりましたが、市

内の小学校、中学校における給食費無償化の実現に

向けて取り組んでまいりたいと考えております。 

〇議長（竹村恵一君） 木村議員。 

〇７番（木村恵君） 〔登壇〕 新聞報道等で給食
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費の無償化を公約とするという記事、私も拝見をし

ました。そして、ただ、今はっきりと市内の小中学

校における給食費の無償化の実現に取り組んでいき

たいという決意も述べられました。確認することが

できたと思います。これは、先ほども言いましたが、

国、自公政権が本来は憲法に保障されている義務教

育の無償化、これを本気になって行ってくれればい

いと私は思うのですけれども、これやっていただけ

ないと。そこで、全国の自治体が本当に苦労して財

源も確保して、子育て支援として行っているものだ

というふうに私は思います。ここで確認できたこと

は、市民にとっても大変うれしい知らせになるので

はないかと私は思います。しっかり取り組んでいた

だくことを望みたいというふうに思います。 

 次の質問に移ります。項目の４です。高齢化社会

に対応したまちづくりについて、要旨の１です。こ

の４年間、畠山市長はエリアサポーターであるとか

認知症サポーターの養成などを継続し、新規事業と

して先ほども出ました私道の除雪、あるいはいわゆ

る福祉灯油、高齢者補聴器購入費助成制度の創設、

午前中もありましたが、地域公共交通の乗合タクシ

ーの試験運行などに取り組んでこられました。これ

までも地域での見守り体制の拡充であるとか、健康

寿命を延ばす運動などの取組、こういったものの推

進など、町内会や社会福祉協議会など様々な団体と

連携をして進めていかなければいけないと。これか

らも進めていかなければいけないのではないかとい

うふうに思うのです。高齢化社会に対応した福祉サ

ービスの在り方についての考えをお伺いします。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 高齢化社会に対応した福祉サ

ービスの在り方についてでございますが、市の政策

が全ての市民を幸せにすることは難しい、しかしほ

とほと困ったという市民を一人でも少なくしたい、

私はこの思いで１期４年の市政運営に当たってまい

りました。雪が多いこの赤平で除雪に困っている高

齢者が多くおりますことを鑑み、様々な検討を重ね

ながら、市の予算による私道路の除雪を実現いたし

ました。また、高齢化が進む中、加齢性難聴による

認知症やひきこもり防止のため高齢者補聴器購入費

用助成事業を新たに実施したところ、２月末現在で

14件の申請を受け付けているところであります。さ

らに、いわゆる福祉灯油事業については対象を全て

の非課税世帯へと拡充し、実施したところでありま

す。地域公共交通については、令和４年度では運行

範囲や対象者の見直しも行いながら、長期間での乗

合タクシーの実証運行を行い、交通、買物弱者対策

に努めているところであります。社会福祉協議会に

委託している高齢者福祉施策として、高齢者世帯等

除雪費助成事業、電話サービス事業、食の自立支援

事業などに加え、独り暮らしの高齢者が多くなって

きている現状を踏まえ、エリアサポーターの拡充を

図るとともに、認知症サポーターの養成など関係団

体等と連携を図りながら、地域での見守り体制の充

実や認知症防止に努めているところであります。今

後におきましても、赤平に住み続けたいと思ってい

ただけるよう高齢者一人一人に寄り添う高齢者福祉

支援の充実に努めてまいりたいと考えております。 

〇議長（竹村恵一君） 木村議員。 

〇７番（木村恵君） 〔登壇〕 全ての方を幸せに

するのは難しいけれども、ほとほと困った人を一人

でも少なくしたいと。畠山市長の政治理念だと思う

のですけれども、私も２期目の初め、畠山市の所信

表明に対する質問で同じような質問をしたなという

ことを考えながら先ほど聞いていたのですが、やっ

ぱりそういった理念を持ちながら現況把握をして、

しっかりと政策をつくってきたということは、私は

理解をしているつもりであります。今後も赤平に住

み続けたいと思ってもらえるよう一人一人に寄り添

う高齢者福祉の充実に努めていきたいという決意も

述べていただきました。補聴器購入費助成制度も短

期間ではあったと思いますが、今14件の申請があっ

たということが確認できたと思います。短期間で14

件ということですので、やはりニーズはあったのか

なというふうに思います。私も申請したという方と

お話をしましたが、その方が多分該当にはならなか
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ったけれども、障がいのほうの制度のほうにつなが

ったということで大変喜ばれておりました。ぜひこ

ういった高齢者の方々に言葉どおり一人一人に寄り

添う制度を、政策をしっかりやっていっていただき

たいというふうに思うのです。また、福祉灯油につ

いても全ての非課税世帯へ拡充したことにより、定

例会初日の市政報告ですか、1,815世帯対象に対して

1,675世帯に交付したというふうにあったと思いま

す。これだけの方に燃油高騰に対する支援が行われ

たということになるのだと思うのです。エリアサポ

ーターや認知症予防、見守り体制においてもそうで

すが、私もこういったところ、多少一緒に活動をさ

せてもらったりしたこともありますが、こういった

高齢化社会に対応した福祉サービスの面、こういっ

た面においてもこの４年間しっかり向上が図られた

というふうに考えます。いわゆる子育てであったり、

高齢者福祉もそうですけれども、この４年間いわゆ

る福祉の向上、市長がよくおっしゃっておられまし

たけれども、しっかり図られたのではないかという

ふうに思います。これからもこういった取組、継続

して取り組んでいっていただきたい、このように思

います。 

 次の質問に移ります。項目の５です。個人情報保

護等について、要旨の１です。マイナンバーカード

の取得状況です。マイナンバーカードの取得状況は、

どうなっているのかをまずお伺いしたいというふう

に思います。 

 また、この制度に関する認識について１つ問いた

いと思うのですが、例えば子育て支援策は少子化対

策、あるいは人口減少対策、また格差社会からくる

子供の貧困対策として大変重要な政策となると思い

ますが、こういった子育て支援策が任意のマイナン

バーカードの有無で選別をされるという自治体があ

るという報道がありました。具体的に言うと、世帯

全員のマイナンバーカード取得を保育料無償化、小

中学校の給食費無償化、学用品等の費用無償化の条

件にするというものなのです。子育て支援に限らず

ともですが、マイナンバーカードの取得によって行

政サービス等の格差が生じる選別ということは私は

これ自治体の判断としてあってはならないものだと

考えますが、畠山市長の考えをお伺いしたいと思い

ます。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） まず初めに、マイナンバーカ

ードの取得率につきましては、令和５年１月31日時

点で赤平市は人口に対する申請率は62.68％、交付率

は58.7％となっております。この数字は、交付率で

比較すると全国平均が60.1％、北海道の平均が58.9

％となっており、若干平均を下回っている状況であ

ります。しかし、現在は２月28日までに申請すると

マイナポイントがつくということで、２月19日現在

では申請率71.35％、交付率60.78％となっており、

さらに２月28日までの申請も伸びているところであ

ります。そこで、議員ご質問のマイナンバーカード

取得の有無によって行政サービス等の格差が生じる

選別をどう考えるのかということでございますが、

あくまでもマイナンバーカードを活用して各種行政

手続のオンライン申請が可能になるなど利便性や簡

素化の向上を図るものでありまして、マイナンバー

カードの取得の有無により市における各行政サービ

ス等に格差が生じることはあってはならないものと

考えているところであります。 

〇議長（竹村恵一君） 木村議員。 

〇７番（木村恵君） 〔登壇〕 あくまでも利便性

簡素化の向上を図るものだと。行政サービス等に格

差が生じることはあってはならないと考えていると

いうことが確認できました。そのとおりだと思うの

です。申請率について71.35％、そして交付率60.78

％ということでしたか、その後も伸びているという

ことでした。私これも先ほど触れましたけれども、

担当課の職員の方々本当に大変な苦労をして行って

いる、そして当然促進策などもやって行っている結

果なのです、これが。しかし、これやっぱり100％で

はないというふうに思います。なぜこうなるのかと。

理由は何なのかといって、やっぱり任意だからなの

です。任意だから、100％になるというのはなかなか
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難しいと。政府が交付税算定であるとか、あるいは

デジタル田園都市国家構想交付金などによって自治

体間を競わせるというような形で促進をしてきまし

た。そういったことを行っているから、いわゆるこ

ういった行政サービスまで持ち出して、マイナンバ

ーカードの取得を急がせようとしてしまう自治体を

生み出してしまうのではないかというふうに私は思

っています。２月14日の衆議院の総務委員会では、

政府がこういった自治体の判断をどうするのかとい

うふうに問われて、地方分権から国と地方は対等、

協力の関係であり、自治体の自主的な判断だとして、

何ら是正する立場にないという姿勢を示されたので

す。とにかくマイナンバーカードが進めば何をして

も取りあえず構わないというふうに言っているよう

なものだと私思いました。こういったことから言え

ることというのは、いわゆる自公政権の意を酌んで、

過剰に忖度をしてしまうような自治体になると危険

なことになるのではないかというふうに思うので

す。政府とのパイプとか殊さらアピールされるとこ

ろもあるのですが、こういった格差を生むことに間

違った忖度、過剰に忖度することによって間違った

こういう制度に進んでしまう危険性があるのではな

いかというふうに私思うのです、逆に足かせになる

といいますか。地方自治の基本というのは、やはり

住民福祉の増進、国の意向ではなく、まず市民の声、

市民の生活に目を向けるということが大前提だと思

うのです。行政サービスに格差が生じるようなこと、

これはあってはならないというふうに思います。畠

山市長はそのとおりの言葉でそれはあってはならな

いということを言っていただきましたので、私共感

するところがあると。ぜひそうあることを今後も望

みたいというふうに思います。 

 次の質問に移ります。個人情報保護等についての

要旨の２です。自衛隊への個人情報提供についてで

す。昨年2022年、札幌市、旭川市、帯広市が自衛隊

にいわゆる募集のための個人情報約６万人分を市民

に周知せず提供していたことがしんぶん赤旗の取材

で明らかとなりました。旭川、帯広の両市では昨年

除外申請の受付さえ行っておらず、今朝の新聞です

か、岩見沢市でもこれから除外申請を取り入れると

いうようなこと記事にも載っていました。帯広、旭

川では、昨年は除外申請の受付さえ行っていなかっ

たと。旭川では対象の満18歳と22歳、合計5,234人分、

帯広市は満18歳から32歳までの２万3,179人分の個

人情報が市民に知らされないまま提供されていたと

いいます。札幌市ではホームページに提供を望まな

い場合は除外申請ができるとありましたが、除外申

請の対象、満18歳と満22歳、合わせて３万1,589人の

うち僅か２人にとどまったと。除外申請は３万人中

２人にとどまったということです。市民の中からは

子供の個人情報が市から提供されているなんて知ら

なかった、制服姿の隊員が孫を訪ねてきた、子供を

戦争に巻き込ませたくないなどの声が上がっている

ということです。赤平市でも情報提供を希望しない

市民に対して除外申請の周知がされていると思いま

す。より対象者に周知が図られるよう周知方法を検

討していくということでありましたが、現在どうな

っているのかお伺いします。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 自衛隊への個人情報提供にお

ける情報提供を希望しない市民に対する除外申請の

さらなる周知方法の検討の状況についてでございま

すが、除外申請の周知につきましては広報あかびら

及び市のホームページにおいて実施しております

が、広報及びホームページでは気づかない方もいら

っしゃると考えるところでありまして、昨年の第３

回定例会におきましてより対象者に周知が図られる

よう検討してまいりますとお答えさせていただいた

ところであります。現在の検討状況でございますが、

対象者数は百数十名程度でありますので、令和５年

度におきましては通知文書を対象者へ郵送し、より

確実な周知を図ってまいりたいと考えております。 

〇議長（竹村恵一君） 木村議員。 

〇７番（木村恵君） 〔登壇〕 対象が大体百数十

名ぐらいだと。令和５年度においては通知文書を対

象者へ郵送し、より確実な周知を図っていきたいと
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考えているということが確認が取れたと思います。

大変すばらしい判断ではないかというふうに思うの

です。今敵基地攻撃能力の保有であるとか、防衛３

文書に基づく軍事費の２倍化、新しい戦前などとい

う言葉まで生まれてきている中で、情報提供を望ま

ない方が増えることはある意味当然なのかなという

ふうに私は思います。そういった方にいわゆる除外

申請の権利を周知するためホームページだけではな

く、今回のように通知文書を対象者へ郵送するとい

うことは、自治体としては適切な判断だというふう

に私は評価されるのではないかというふうに思いま

す。極めて適切な判断だというふうに評価したいと

思います。さらに言えば、この敵基地攻撃能力につ

いて、集団的自衛権の行使の下で日本に武力攻撃が

ないにもかかわらず敵基地攻撃能力を行使した場

合、日本に対して武力攻撃が発生し、大規模な被害

が生じる可能性があるということも防衛大臣は２月

６日の衆議院予算委員会で認めているのです。こう

いうこともあるということを認めています。さらに

言えば、核攻撃にも備えて、継戦能力、戦いを続け

る能力の保持ということで、全国の自衛隊の基地を

核シェルター化する、地下化するという予算も今回

衆議院は通過しましたが、調査などで計上されてい

るということが明らかとなっております。残念なが

らこういった議論が、先ほどもありましたけれども、

全然報道されていないのではないかというふうに私

も懸念を持っております。今問題になっている放送

法に関する行政文書の問題がありますが、報道の自

由への介入という問題ですけれども、既にこれが大

きく影響しているのではないかというふうに私は思

います。こういった状況の下、こういった議論がな

かなか報道もされない、目につかないと。インター

ネットで衆議院のユーチューブとか見れば分かるの

ですけれども、あとはしんぶん赤旗で読んでいただ

ければ分かるのですが、こういった状況の下で目的

外の情報提供をするかしないかというのは、これは

市民の判断によりますよということをしっかりと知

らせると。これが個人情報保護の基本だと思います

ので、通知の件、重ねてしっかりと取り組んでいっ

ていただきたい。このことを望みたいと思います。 

 次の質問に移ります。項目の６です。地域経済対

策、事業者との連携などについてです。要旨の１で

す。コロナ禍、物価高騰を受けて、地域経済、市内

事業者の方々、大変厳しい４年間だったのではない

かと思います。その中で、畠山市長はコロナ対策で

は市民生活支援と併せて市内事業者支援も６回、物

価高騰対策で中小企業支援も１回行われました。こ

れまでの対策は、市内事業者の方々からも評価され、

感謝されているというふうに思います。これから雇

用調整助成金もなくなり、コロナも５類に引き下げ

られ、国からの交付金等もなくなってくる可能性が

大きいですが、市内事業者の方々がこれからも赤平

で営業をしていただけるよう地域経済が好循環する

ようにしていくこと、これは極めて重要だと考えま

す。この点についての考えをお伺いしたいと思いま

す。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 地域経済対策、事業者との連

携についてでございますが、新型コロナウイルス感

染症対策として令和２年度から飲食店継続支援、中

小企業等継続支援、ナイト店舗リース機器支援、中

小企業事業継続支援、経営持続化支援、中小企業等

物価高騰緊急支援と企業等へ切れ目のない支援を実

施してまいりました。また、消費活性化事業として

たすけ愛商品券を実施し、テークアウトキャンペー

ンなど商店街振興対策協議会の事業と連携し、利用

促進につなげてまいりました。国の雇用調整助成金

は３月末で終了することとなり、新型コロナウイル

ス感染症も５月８日より感染症法上の２類相当から

５類へ位置づけされ、マスクの着用も３月13日より

個人の判断が基本となってまいります。今後は、コ

ロナ禍からの社会情勢が元に戻りつつある中、ウク

ライナ侵攻による世界的なエネルギー価格や食料価

格の高騰、金融引締めなどによる影響により市内中

小企業におかれましても厳しい状況となることが予

想されます。政府は、物価高や円安への対応、また
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構造的な賃上げなどの総合経済対策を行うこととし

ており、今後も国の動向を注視し、情報収集した上

で必要な支援策を検討してまいりたいと考えており

ます。市民の皆様や市内事業者が安心して暮らせる

よう商工会議所や商店街振興対策協議会等と連携を

図り、赤平市の商業の振興に努めてまいりたいと思

います。 

〇議長（竹村恵一君） 木村議員。 

〇７番（木村恵君） 〔登壇〕 国の動向を注視し

て、情報収集などしていて、必要な支援策を検討し

ていくということだったのです。市民の方々や市内

事業者の方々、安心して暮らしていただけるように

商工会議所、あるいは商店街の協議会等と連携を図

って、商業振興に努めていきたいということだった

と思います。そういう考えの下、やっぱり進めてい

くしか道がないのかなというふうに思うのですが、

この４年間本当に畠山市長、飲食店であるとか、今

答弁ありましたけれども、中小企業、ナイト店舗も

ありました。消費活性化としてたすけ愛商品券など

もありました。市内企業には名前の違うものが幾つ

もあったと思うのですが、本当に切れ目なく、そし

て市町村レベルでいえば本当に交付金の枠にとらわ

れず大きな支援を決断されてきたというふうに私は

思います。そして、それらの支援策については、コ

ロナ対策の支援策については、議会で一部の行政の

コロナ対策は修正されたことありましたけれども、

結果としては全てのコロナ対策、支援策というもの

は全会一致をもってまさに行政、議会一致して進め

られてきたのではないかというふうに私は思うので

す。これは、多くの市民の方々、市内事業者の方々

が感じていてくれていることではないかというふう

に思います。これからも物価高騰については本当に

厳しい状況が予想されますので、先ほど国の動向を

注視しということをおっしゃっていましたが、なか

なか財源的には厳しい状況ではないかと思いますの

で、ぜひ関係、連携密にした上で必要な支援、そう

いったものをしっかりと選んで進めていっていただ

きたいというふうに思います。 

 次の質問に移ります。要旨の２です。もう一点お

伺いしたいところがあります。ふるさと納税が過去

最高ということが報じられております。赤平市でも

令和４年度は過去最高となる見通しとなっていると

思います。市内事業者との連携においても、私この

制度は重要な位置づけの制度だというふうに思うの

です。これについての考えをお伺いしたいと思いま

す。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） ふるさと納税に関わる市内事

業者との連携についてでございますが、令和４年度

につきましても全国的にふるさと納税の認知度は高

まっており、現在の情報では全国の納税額が過去最

高となる9,000億円を超えている状況となっており、

地域の貴重な財源としてふるさとのまちづくりに生

かされております。本市におきましても令和３年度

が寄附件数約４万2,000件、寄附金額約９億1,000万

円となっており、本年度は返礼品の内容をブラッシ

ュアップし、品数を328点に増やし、仲介サイトも３

つ加え、13サイトで寄附金を募ったことも増加の大

きな要因であり、現在で件数は５万件を超え、寄附

金額も13億円を上回り、過去最高を更新している状

況でございます。これもひとえに赤平市内の優秀な

企業との連携があって、これだけの返礼品を確保で

きていることが挙げられ、市内企業の皆様のご協力

に感謝申し上げる次第でございます。もちろん全国

からご寄附をいただいている皆様が赤平市を寄附先

に選んでいただいていることにつきましても御礼申

し上げますとともに、返礼品としてふるさとの特産

品を送ることで喜んでいただき、赤平を知ることに

よってリピーターになっていただければと考えてお

ります。地域にとりましてもコロナ禍の厳しい状況

の中で返礼品を取り扱う地元事業者の振興となって

おり、赤平市としても貴重な財源の確保につながっ

ており、市の事業に活用し、市民のために大きく役

立っております。事業者との連携という部分につき

ましては、定期的に事業所を訪問し、お互いの情報

共有を図っており、道外の本社企業にも訪問させて
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いただくなど連携を深めております。今後も事業者

との連携は不可欠であり、最重要と捉え、さらなる

事業構築を進めてまいりますので、ご理解いただけ

ればと思います。 

〇議長（竹村恵一君） 木村議員。 

〇７番（木村恵君） 〔登壇〕 赤平市内の優秀な

企業との連携ができており、市内企業の皆様に感謝

するということでした。寄附をいただいた方々にも

感謝し、赤平をもっと知っていただくきっかけにな

っていただければということでした。本当に私も同

じように思います。市内の企業の方々のおかげだな

というふうにつくづく思うのです。令和元年は寄附

件数が約２万5,000件、寄附金額は約６億円だったと

いうふうに思います。令和４年度は、今答弁ありま

したけれども、寄附件数が５万件を超えていると。

寄附金額も13億円を上回っているということでし

た。この４年間で２倍以上の伸びになっているとい

うことだと思うのです。この結果というのは、やっ

ぱり今答弁にもあったと思いますが、定期的にお互

いの情報共有を図ったりですとか、道外の本社企業

にも訪問するなど、そういった姿勢もしっかりと受

け止めていただいているのかなと。市内事業者の皆

様としっかりこういった連携を図ることができた結

果だというふうに言えると思うのです。この間の連

携を大切にして、さらに深めていくことで市内事業

者の皆様の振興、また市としても貴重な財源確保を

図るということが可能になってくるとそれが続くと

思いますので、中断させることなく、しっかりと継

続をしていっていただくことを望みたいというふう

に思います。 

 次の質問に移ります。件名の７、地域医療の確保

について、要旨の１です。これまでの４年間、人材

確保、広域連携など地域医療の確保に努めてこられ

たと思います。病院経営については、経営努力と併

せて一般会計からの繰入れなども行い、健全経営を

維持してきましたが、特に医師の確保というのはな

かなか難しい課題の一つだったと言えると思いま

す。これまでの進め方についてどう振り返り、これ

からどうあるべきと考えるかお伺いします。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 市立病院の運営につきまして

は、地域の医療体制を確保するためこれまで医療職

の人的体制の充実を図るべく職員の最適配置を見据

えながら人材の確保に努めてまいりました。一方で、

高度な医療や専門性の高い分野におきましては、近

隣の医療機関に担っていただくなど救急医療体制を

含め、一定程度地域の連携の下で体制整備ができて

いるものと考えております。また、経営面につきま

しては、病床機能の転換や診療報酬算定項目の精査

などによる収益の確保、総務副大臣通知における繰

り出し基準のほか、さらに過去の不良債務解消分を

加えた一般会計からの繰入れを継続し、健全経営を

維持してきたところであります。このほか、新型コ

ロナウイルス感染症への対応では感染患者の入院受

入れ、発熱者外来の設置、ワクチン接種におきまし

ては当院としては可能な限りの接種体制を確保いた

しました。医師確保についてでございますが、特に

最重要課題と考えております内科常勤医師の確保に

おきまして、令和元年度から現在まで５名を招聘い

たしましたが、同期間に４名が退職している状況で

あり、依然として大きな課題であると考えておりま

す。医師の招聘に当たりましては、医局からの医師

派遣が大変厳しい状況にありますことから、各協議

会や関係団体との情報交換、人材紹介会社を介した

活動が中心となっております。今後におきましても、

当院に長い期間勤務いただける常勤の医師確保に努

めてまいりたいと考えております。これからの地域

の医療体制の確保につきましては、地域における人

口が減少していくとなりますと、近隣市の病院など

との機能分化などがますます重要となっていくこと

と思います。この地域の将来の医療提供体制がどう

あるべきか、令和５年度中に策定することとされて

おります公立病院経営強化プランの策定作業の過程

においてその方向性についても検討してまいりたい

と考えております。 

〇議長（竹村恵一君） 木村議員。 
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〇７番（木村恵君） 〔登壇〕 市立病院に関して

は、新型コロナウイルス感染症の対応についてはク

ラスターの発生もありましたけれども、拡大させな

いようにすぐに対応も図られて、ワクチン接種など

に関して言うと全体としてはすごくしっかりと対応

していただいたと市民の声も聞いております。また、

医師確保については今５名招聘しましたが、４名が

出ていかれたのでということだったのです。プラス

１名ということになるのかな。医局からの派遣とい

うのが今厳しい状況と。ほとんどないと思うのです。

人材紹介会社を介した活動が今中心となっている

と。これ現状そうなっていると思うのです。新自由

主義的なこういう構造もあって、構造変化もあって、

利益の出ないところになかなか人は来ないと。どう

しようといったら人材派遣会社を頼るという構図に

今なってきているので、なかなか本当に難しいと思

います。こういった構造は、医療関係もそうですけ

れども、全体的に国が責任を持ってしっかりと地方

のことも考えた構造にしていっていただきたいと思

うのですが、だからこそ地方はすべからく医師不足

というふうになってしまっているのだと思うので

す。もちろん医師の方に来ていただけることという

のは理想的ですけれども、今後むしろ、答弁にあり

ましたけれども、地域の医療提供体制、こちらのほ

うをしっかりと構築をしていくことが求められる

と。地域の医療についていわゆる公立病院経営強化

プランですか、そういったものがこれから進められ

ていくということですけれども、近隣市との機能分

担、先ほどもありましたけれども、近隣市との連携

といったところなので、そういったところが最重要

となるのです。お互いばらばらのことやっていては

駄目だと私思うので、しっかりと連携をして、分担

して、この地域の医療を守っていくということも考

えていく必要が、医師確保、医師確保だけにとらわ

れず、しっかりと対応していっていただきたいとい

うふうに思うのです。プランの作成過程で検討され

ていくということですので、十分な検討を望みたい

というふうに思います。 

 最後の質問です。次の質問に移ります。項目の８

です。地域資源の活用と観光振興について、要旨の

１です。炭鉱遺産、エルム高原、ＡＫＡＢＩＲＡベ

ース、らんフェスタ、火まつり、産業フェスティバ

ルなど様々なイベントや観光施設を通じて、市内外

から人が来る観光振興を進めてきたと思います。コ

ロナ禍となり、なかなか思うように開催できない年

もありましたが、この４年間創意工夫しながら取り

組んできたと思います。これまでの取組の成果と課

題などについての考えを伺います。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 地域資源の活用と観光振興に

ついてでございますが、エルム高原につきまして、

近年のアウトドアブームに伴い、昨年はＨＴＢが主

催するキャンプイベント、ここキャン北海道、チケ

ットぴあが主催のキャンプフェス、赤平キャンプブ

レーク2022など赤平以外の団体が主催するイベント

が開催され、新たなお客様にお越しいただくことが

できました。山あいの緑豊かな自然環境やキャンプ

場と温泉が隣接していることなどお客様からご好評

いただき、改めてエルム高原の魅力を感じたところ

でございます。コロナ禍の影響により令和２年から

エルム高原施設全体の利用者は減少しておりました

が、冬期キャンプも多くの方々にご利用いただいて

いるようで、ここ最近は回復傾向が見られ、コロナ

前の令和元年度並みの利用者が見込まれる状況とな

っております。エルム高原施設は27年を経過し、老

朽化のため修繕費がかさむ状況となっており、大規

模改修の時期や内容について検討してまいります。 

 ＡＫＡＢＩＲＡベースにつきましては、ゴールデ

ンウイークやお盆の市など季節のイベントや商店街

と連携した寄ってイートキャンペーンなどの事業で

連携も図ってまいりました。また、水曜どうでしょ

うハウスの公開に併せ、店内を特設パネルと小道具

で飾り、スタンプラリーで多くの観光客の方々に市

内の施設や飲食店を訪れていただくことができまし

た。イベント等の効果もありまして、今年度の利用

者数も４万5,000人を見込んでおり、交流人口の増加
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につながったと考えております。引き続き赤平産農

作物やお花、地元のお菓子や玩具、スープカレーな

どの効果的なＰＲを検討してまいります。 

 次に、イベント関係ですが、らんフェスタや産業

フェスなどコロナ感染者の状況によりやむを得ず中

止したイベントもございましたが、７月のあかびら

火まつりにつきましては日程を１日に短縮いたしま

して、感染防止対策を実施した上で開催し、店舗の

出店に加えて、キッチンカーや大道芸、ダンス、ま

た活動の制限で校外の演奏が初めてだったという赤

平中学校の吹奏楽演奏など、子供たちや市民の皆様

に喜んでいただけたのではないかと思っておりま

す。また、来月には４年ぶりとなりますらんフェス

タ赤平2023を開催するべく実行委員会で準備を進め

ていただいております。各イベントにつきましては

それぞれ回数を重ね、火まつりも50回を超え、実行

委員会の高齢化と人材不足、資金調達などが課題と

なっております。コロナ禍を機会と捉え、今後も継

続に向けた新たな取組など検討してまいります。ま

た、炭鉱遺産等の歴史的資源や新たな地域資源の発

掘、さらにそれらをどう活用し、観光振興につなげ

るか様々な角度から検討してまいりたいと考えてお

ります。 

〇議長（竹村恵一君） 木村議員。 

〇７番（木村恵君） 〔登壇〕 エルム高原もキャ

ンプブームに伴い好評だと。コロナ前に戻りつつあ

るということでした。ＡＫＡＢＩＲＡベースも交流

人口の増加につながっていると。コロナ禍でのイベ

ントは中止したものもありましたけれども、火まつ

り、日程短縮や感染対策などを行い、喜んでもらえ

たと。来月４年ぶりとなるらんフェスタ赤平2023を

開催予定ということもありました。炭鉱遺産等の歴

史的資源についてもどう活用して観光振興につなげ

るか検討していきたいということがあったと思いま

す。私は、議員になってから一貫して観光でまちお

こし、いわゆる交流人口で人口減少対策というスロ

ーガンは正直賛成をしかねる立場です。何より今住

んでいる市民の暮らしが第一だという考えから観光

開発等の優先は認められないという見解です。ただ

し、まちに何もない、そういうふうになってもいい

とは思っておりません。こういった地域資源が市民

生活に豊かさを持たせるという要素は必ずあるから

です。そういった考えから、このコロナ禍の４年間、

本当にまちのにぎわいといったことについて厳しい

状況ではあったと思いますが、今の答弁にあったよ

うに、様々工夫を凝らし、取り組んでこられたこと

は評価されるべきと考えます。市民にとって憩いの

場となるゆったり温泉を含むエルム高原、こちらの

地域資源の活用と観光振興については私も期待をし

ております。引き続きしっかり取り組んでいただく

ことを強く望んで、質問を終わります。 

〇議長（竹村恵一君） これをもって、一般質問を

終了いたします。 

                       

〇議長（竹村恵一君） お諮りいたします。 

 委員会審査及び議案整理日のため、明日10日から

16日までの７日間休会いたしたいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（竹村恵一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、明日10日から16日までの７日間休会する

ことに決しました。 

                       

〇議長（竹村恵一君） この際、ご報告いたします。 

 さきに設置されました予算審査特別委員会の正副

委員長が決定いたしました。 

 委員長に御家瀬議員、副委員長に東議員が選任さ

れましたので、ご報告いたします。 

                       

〇議長（竹村恵一君） 以上をもって、本日の日程

は全部終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

（午後 ３時１０分 散 会） 
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